
（平成２３年１０月１９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 319 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 308 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 80 件

国民年金関係 32 件

厚生年金関係 48 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案12287                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 15 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年４月から同年７月まで 

私は、厚生年金保険適用事業所を退職後、市出張所で厚生年金保険から国民年金へ

の切替手続を行い、金融機関で国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は４か月と短期間であり、申立人は申立期間後の平成18年９月及び20年６

月から同年８月までの国民年金保険料を現年度納付していることがオンライン記録で確

認でき、申立期間を除き保険料を全て納付している。 

また、申立人は申立期間直前の平成 15 年３月に厚生年金保険適用事業所を退職し、

当時居住していた市出張所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行ったと説明し

ており、当該市出張所では申立期間当時に厚生年金保険から国民年金への切替手続を行

うことは可能であり、申立人が所持する年金手帳には申立期間前後の国民年金被保険者

資格の得喪記録が記載されているほか、オンライン記録では申立人に対して国民年金へ

の加入勧奨手続が行われた記録が無いなど、厚生年金保険から国民年金への切替手続は

適切に行われたものと考えられる。 

さらに、申立人は上記の市出張所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った

際、健康保険の任意継続の手続も行おうとしたところ社会保険事務所(当時)に行くよう

に案内され、社会保険事務所で健康保険の任意継続の手続を行ったと説明しており、申

立人が申立期間直前に退職した厚生年金保険適用事業所に関する申立人のオンライン記

録から健康保険の任意継続を行ったことが確認できるほか、申立人は申立期間の保険料

を納付するために奨学金の返済を遅らせたと具体的に説明しており、申立人が所持する

預金通帳には、申立期間直前の平成 14 年 10 月から 15 年３月まで奨学金を返済した振

替記録があるが、その後の申立期間を含む同年４月から同年９月まではその振替記録は



                      

  

無く、奨学金の返済が行われていないことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12288 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年４月 

    私は、申立期間の国民年金保険料を夫の保険料と一緒に納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金加入期間の国民

年金保険料をおおむね納付しており、申立期間前後の期間の保険料を納付しているほか、

申立人が自身の保険料と一緒に納付していたと説明している申立人の夫の申立期間の保

険料は納付済みと記録されているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12289 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 11 月から 48 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年11月から48年３月まで 

    私は、国民年金保険料が未納とならないよう十分気を遣いながら納付してきた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は５か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金加入期間の国民

年金保険料を全て納付しているほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 47 年 11

月に払い出され、申立期間の保険料は現年度納付することが可能であり、申立人は申立

期間の保険料を当時居住していた区の出張所か郵便局で納付していたと説明しており、

納付したとする金額は申立期間当時の保険料額とおおむね一致し、当該区出張所は申立

期間当時に保険料の収納取扱いを行っていたことが確認できる。 

また、申立人は実母及び義母に国民年金の加入を勧められ、第二子を出産して一年ほ

ど経過し精神的にもゆとりができたため国民年金に加入したと具体的に説明しており、

申立人が所持する国民年金手帳により、申立人が申立期間当初の昭和 47 年 11 月 16 日

に国民年金に任意加入していることが確認できるとともに、申立人の第二子は 46 年＊

月に出生したことが戸籍の附票で確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和56年４月から同年11月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年８月から56年11月まで 

     私は、会社を退職した昭和51年頃に国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和56年４月から同年11月までの期間については、申立人の国民年

金手帳の記号番号は、昭和49年３月及び申立期間中の56年10月に２回払い出されており、

１回目の手帳記号番号は49年６月に資格喪失処理されたままとなっていることから、当

該手帳記号番号では申立期間の国民年金保険料を納付することはできないものの、56年

10月に払い出された２回目の手帳記号番号では、当該期間の保険料は現年度納付するこ

とが可能であったほか、申立人が申立期間当時から居住している区は、年度の途中で加

入手続をした場合でも、当該年度の４月まで遡って納付書を送付していたと説明してい

ること、申立人は申立期間後の国民年金加入期間の保険料を全て納付していることなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和51年８月から56年３月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は当該期間の保険料の納付方法に関する記憶が曖昧であること、２

回目の手帳記号番号の払出時点では、51年８月から54年６月までの期間の保険料は時効

により保険料を納付することができない期間であること、その後の同年７月から56年３

月までの期間の保険料については過年度納付が可能であるが、申立人は過年度納付をし

た記憶は無いと説明していること、申立人には１回目の手帳記号番号払出時に国民年金

手帳が交付されたと考えられるが、申立人は現在所持する２回目に払い出された手帳記

号番号が記載された手帳以外の年金手帳を受領、所持した記憶は無いと説明しており、

当該期間当時に申立人に上記の二つの手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出され



                      

  

ていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和56年４

月から同年11月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成元年 11 月から３年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年８月から３年３月まで 

私は、平成３年の春頃に国民年金の加入手続を行い、同年８月までに申立期間を

除く元年５月から３年８月までの期間の国民年金保険料を納付し、同年９月に共済

組合に加入した後、同年 12 月に勤務先の社会保険担当者に依頼して申立期間の保険

料を遡って一括納付してもらった。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成元年 11 月から３年３月までの期間については、申立人が勤務

先の社会保険担当者に依頼して申立期間の保険料を遡って一括納付してもらったとする

同年 12 月時点で、当該期間の保険料は過年度納付することが可能であったこと、申立

人は申立期間の保険料の納付を勤務先の社会保険担当者に依頼したのは、業務の性格上、

外出をする時は許可を得る必要があったためであると説明しており、当該勤務先の申立

人が配属されている部署の担当者も同様の説明をしていることなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、平成元年８月から同年 10 月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人が主張する上記一括納付時点で当該期間は時効により保険料を納付

することができない期間であったほか、申立人は現在所持する年金手帳のほかに年金手

帳を所持した記憶は曖昧であり、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情は見当たらないことなど、申立人が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成元年



                      

  

11月から３年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45年４月から46年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年12月から46年３月まで 

    私は、20 歳の頃に自分の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険

料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 45年４月から46年３月までの期間については、申立人の国民

年金手帳の記号番号は当該期間中の同年１月頃に払い出されており、当該期間の国民年

金保険料は現年度納付することが可能であったこと、申立人は当該期間の夫婦二人分の

保険料を納付書に現金を添えて金融機関で納付したと説明しており、当時居住していた

区における保険料の納付方法と一致していること、申立人が保険料を一緒に納付してい

たとする申立人の夫は、申立人の手帳記号番号が払い出された 45 年度の保険料を現年

度納付していることが夫の特殊台帳で確認できることなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 43 年 12 月から 45 年３月までの期間について

は、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告

書等)が無く、申立人及びその夫に当時の保険料の納付状況等について文書等により照

会を行ったが、回答が得られないことから当時の状況が不明であること、申立人が保険

料を納付していたとする夫は、当該期間のうち、43 年 12 月から 44 年３月までの期間

及び同年10月から 45年３月までの期間の保険料が未納であること、申立人は当該期間

の保険料を納付書で納付したと説明しているが、当時申立人が居住していた区の納付方

法は、45 年３月以前は印紙検認方式であり、当時の納付方法と相違することなど、申

立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年



                      

  

４月から46年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12302 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年７月から 62 年 10 月までの国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61年７月から62年10月まで 

             ② 平成４年12月から７年２月まで 

私は、厚生年金保険適用事業所を退職後すぐに区役所で国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は当該期間当初の昭和 61

年９月頃に払い出されており、当該期間の国民年金保険料は現年度納付することが可能

であったほか、申立人は当該期間の保険料を納付書で毎月末に納付していたと説明して

おり、その内容は当該期間当時に申立人が居住していた区における保険料の納付方法及

び納付頻度と一致していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は経済的な事情等により当

該期間の保険料を納付していなかった可能性があると説明しているほか、平成７年４月

14 日に当該期間直後の同年３月から８年３月までの期間の申請免除手続がなされてい

ることがオンライン記録で確認できること、同年 12 月６日に過年度納付書が作成され

ていることがオンライン記録で確認でき、当該作成時点で当該期間の終期の保険料は未

納であったと考えられるが、申立人は保険料を遡って納付したとは説明していないこと

など、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年

７月から62年10月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47年４月から50年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年５月から50年３月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続をし、私が母親とは別に居住し、母親に小遣い

を渡していた昭和 56年７月までの 10年間について、私の国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和47年４月から50年３月までの期間については、申立人は申立人

の母親から自身の国民年金保険料を56年７月までの10年間納付したと聞いていたと説明

しており、申立人の国民年金手帳の記号番号は47年12月に払い出されており、当該期間

の保険料は現年度納付することが可能であったほか、申立人の保険料を納付していたと

する母親は当該期間を含め国民年金制度発足時から60歳に到達するまでの自身の保険料

を全て納付している。 

また、申立人には上記手帳記号番号とは別の手帳記号番号が同市同区で昭和51年1月

に申立人の元妻と連番で払い出されており、申立人の手帳記号番号の記録管理が不適切

だった状況が認められるほか、申立人及びその元妻の申立期間直後の50年４月から56年

６月までの保険料は納付済みであることがオンライン記録及び申立人の母親が保管して

いた元妻の保険料の領収証書で確認でき、申立人が母親に小遣いを渡さなくなった後の

申立人の57年１月から平成10年11月までの期間及び元妻の昭和57年１月から平成３年３

月までの期間は申請免除期間であり、母親は申立人及びその元妻の免除申請手続も行っ

ていることが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和46年５月から47年３月までの期間については、

申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和47年12月時点では、当該期



                      

  

間の保険料は過年度納付することが可能であるものの、保険料を納付していたとする母

親から保険料の納付状況等を聴取することができないため当時の状況が不明であるなど、

申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和47年４

月から50年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年４月から38年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年金保険料は納付済

みである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立人の母親と連番で申立期間当初の昭和

37 年４月に払い出されており、申立期間の保険料は現年度納付することが可能であり、

申立期間後の 38 年４月から 39 年 12 月までの保険料は、現年度納付されていることが

特殊台帳で確認できるほか、申立人の保険料を納付していたとする母親は申立期間を含

め自身の保険料を全て納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12306 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から５年 10 月までの国民年金保険料は、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年10月まで 

    私は、平成２年に厚生年金保険適用事業所を退職後に国民年金に加入し、その後は

妻が夫婦二人の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 19 か月と比較的短期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金加入期

間の国民年金保険料を全て納付しているほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成

２年 10 月頃に払い出されており、申立期間の保険料は現年度納付することが可能であ

った。 

また、申立期間直前の平成４年１月から同年３月までの保険料は５年６月に過年度納

付されていることがオンライン記録で確認でき、この納付時点では申立期間の保険料は

過年度納付及び現年度納付することが可能であったほか、申立人及びその妻の３年１月

から 19 年３月までの期間の保険料は同年同月に納付されていることが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12307 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から５年 10 月までの国民年金保険料は、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年10月まで 

    私は、夫が平成２年に厚生年金保険適用事業所を退職後に国民年金に加入してから

は、私が夫婦二人の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 19 か月と比較的短期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金加入期

間の国民年金保険料を全て納付しているほか、申立人は婚姻後の昭和59年10月に国民

年金に任意加入しており、申立期間の保険料は現年度納付することが可能であった。 

また、申立期間直前の平成４年１月から同年３月までの保険料は５年６月に過年度納

付されていることがオンライン記録で確認でき、この納付時点では申立期間の保険料は

過年度納付及び現年度納付することが可能であったほか、申立人及びその夫の３年１月

から 19 年３月までの期間の保険料は同年同月に納付されていることが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



 

東京厚生年金 事案20978～21242 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の平成 17年12月９日の標準賞与額に係る記録を＜標準

賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が無いことが分かった。

同社は、既に年金事務所に賞与支払届を提出したものの、時効により厚生年金保険料

を納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与台帳により、申立人は、平成17年12月９日に同社か

ら賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる厚生年金保険料

控除額及び賞与額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時の資料が無く不明と回答しているが、保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後の平成 22年10月28日に申立人の申立期間に係る賞与支払届を提出している

ことが確認できることから、社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料につ

いて、納入の告知を行っておらず、事業主は、これを履行していないと認められる。 

（注）同一事業主に係る同種の案件265件（別添一覧表参照） 



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所

20978 女 昭和22年生 81万 円

20979 男 昭和39年生 133万 円

20980 女 昭和40年生 67万 8,000円

20981 男 昭和44年生 66万 円

20982 男 昭和42年生 74万 3,000円

20983 女 昭和47年生 51万 6,000円

20984 男 昭和46年生 ３万 7,000円

20985 男 昭和38年生 115万 円

20986 男 昭和39年生 72万 1,000円

20987 男 昭和47年生 55万 4,000円

20988 男 昭和45年生 70万 円

20989 男 昭和44年生 52万 5,000円

20990 男 昭和37年生 59万 9,000円

20991 男 昭和43年生 62万 3,000円

20992 男 昭和44年生 58万 2,000円

20993 男 昭和38年生 140万 円

20994 男 昭和47年生 59万 7,000円

20995 男 昭和35年生 115万 円

20996 女 昭和26年生 ９万 3,000円

20997 男 昭和48年生 46万 3,000円

20998 男 昭和46年生 60万 6,000円

20999 男 昭和47年生 48万 6,000円

21000 男 昭和46年生 61万 1,000円

21001 女 昭和45年生 55万 3,000円

21002 男 昭和47年生 68万 8,000円

21003 男 昭和49年生 ３万 3,000円

21004 男 昭和30年生 67万 6,000円

21005 女 昭和46年生 56万 4,000円

21006 男 昭和30年生 52万 9,000円

21007 女 昭和48年生 48万 4,000円

21008 女 昭和49年生 49万 5,000円

標準賞与額



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21009 女 昭和38年生 79万 8,000円

21010 女 昭和27年生 71万 円

21011 男 昭和47年生 54万 円

21012 女 昭和51年生 51万 6,000円

21013 女 昭和49年生 51万 4,000円

21014 男 昭和41年生 70万 2,000円

21015 男 昭和45年生 56万 2,000円

21016 男 昭和46年生 76万 3,000円

21017 女 昭和25年生 ９万 1,000円

21018 女 昭和50年生 56万 3,000円

21019 女 昭和50年生 52万 3,000円

21020 男 昭和48年生 48万 5,000円

21021 男 昭和44年生 68万 7,000円

21022 男 昭和41年生 107万 円

21023 男 昭和39年生 115万 円

21024 男 昭和30年生 90万 8,000円

21025 男 昭和36年生 ３万 5,000円

21026 男 昭和38年生 107万 円

21027 女 昭和40年生 44万 6,000円

21028 女 昭和50年生 54万 円

21029 男 昭和28年生 133万 円

21030 男 昭和41年生 45万 9,000円

21031 男 昭和31年生 99万 円

21032 男 昭和23年生 150万 円

21033 男 昭和32年生 109万 円

21034 男 昭和24年生 141万 円

21035 男 昭和26年生 150万 円

21036 男 昭和42年生 70万 5,000円

21037 男 昭和44年生 58万 3,000円

21038 男 昭和42年生 74万 1,000円

21039 男 昭和45年生 42万 円



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21040 女 昭和37年生 ６万 円

21041 女 昭和48年生 58万 3,000円

21042 男 昭和28年生 115万 円

21043 女 昭和27年生 ９万 3,000円

21044 男 昭和43年生 56万 8,000円

21045 男 昭和24年生 ４万 9,000円

21046 男 昭和29年生 80万 3,000円

21047 男 昭和26年生 123万 円

21048 男 昭和29年生 92万 8,000円

21049 男 昭和41年生 71万 7,000円

21050 女 昭和39年生 56万 2,000円

21051 男 昭和43年生 72万 7,000円

21052 男 昭和44年生 65万 7,000円

21053 男 昭和51年生 26万 8,000円

21054 男 昭和25年生 91万 円

21055 男 昭和34年生 107万 円

21056 男 昭和23年生 150万 円

21057 男 昭和38年生 107万 円

21058 女 昭和34年生 52万 3,000円

21059 女 昭和38年生 ７万 7,000円

21060 男 昭和46年生 65万 3,000円

21061 男 昭和49年生 63万 8,000円

21062 男 昭和22年生 150万 円

21063 男 昭和55年生 35万 6,000円

21064 男 昭和50年生 57万 5,000円

21065 男 昭和26年生 18万 8,000円

21066 男 昭和49年生 53万 8,000円

21067 男 昭和27年生 68万 5,000円

21068 男 昭和27年生 76万 8,000円

21069 男 昭和25年生 84万 8,000円

21070 男 昭和39年生 62万 3,000円



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21071 女 昭和25年生 ５万 8,000円

21072 男 昭和27年生 77万 6,000円

21073 男 昭和41年生 84万 1,000円

21074 男 昭和32年生 60万 円

21075 女 昭和24年生 16万 7,000円

21076 女 昭和35年生 56万 6,000円

21077 男 昭和23年生 85万 3,000円

21078 男 昭和27年生 82万 6,000円

21079 男 昭和25年生 83万 3,000円

21080 男 昭和48年生 20万 4,000円

21081 女 昭和49年生 48万 1,000円

21082 男 昭和48年生 56万 1,000円

21083 男 昭和50年生 51万 6,000円

21084 女 昭和23年生 ６万 2,000円

21085 女 昭和23年生 16万 円

21086 女 昭和32年生 ４万 8,000円

21087 男 昭和32年生 91万 円

21088 女 昭和27年生 ５万 8,000円

21089 女 昭和49年生 52万 7,000円

21090 男 昭和18年生 12万 4,000円

21091 男 昭和41年生 46万 4,000円

21092 男 昭和25年生 26万 6,000円

21093 女 昭和44年生 18万 7,000円

21094 男 昭和22年生 150万 円

21095 男 昭和25年生 149万 円

21096 男 昭和30年生 115万 円

21097 女 昭和28年生 ６万 9,000円

21098 女 昭和43年生 10万 円

21099 女 昭和38年生 ６万 円

21100 男 昭和14年生 12万 2,000円

21101 女 昭和16年生 11万 5,000円



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21102 女 昭和35年生 ６万 円

21103 男 昭和25年生 91万 円

21104 男 昭和22年生 32万 7,000円

21105 女 昭和54年生 22万 円

21106 女 昭和25年生 16万 円

21107 女 昭和49年生 20万 円

21108 女 昭和42年生 18万 円

21109 女 昭和55年生 17万 円

21110 男 昭和22年生 37万 円

21111 女 昭和37年生 10万 円

21112 女 昭和44年生 10万 円

21113 女 昭和41年生 ５万 8,000円

21114 男 昭和33年生 18万 円

21115 男 昭和43年生 47万 5,000円

21116 女 昭和55年生 10万 円

21117 男 昭和53年生 19万 円

21118 男 昭和24年生 36万 6,000円

21119 男 昭和23年生 13万 9,000円

21120 女 昭和18年生 ５万 1,000円

21121 女 昭和39年生 ５万 5,000円

21122 女 昭和59年生 ３万 9,000円

21123 男 昭和23年生 ７万 6,000円

21124 男 昭和26年生 92万 4,000円

21125 女 昭和25年生 62万 7,000円

21126 男 昭和25年生 91万 円

21127 女 昭和30年生 ９万 5,000円

21128 男 昭和39年生 56万 6,000円

21129 女 昭和30年生 ７万 4,000円

21130 男 昭和23年生 131万 円

21131 男 昭和23年生 64万 4,000円

21132 女 昭和25年生 ７万 円



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21133 女 昭和28年生 ６万 4,000円

21134 男 昭和47年生 48万 5,000円

21135 女 昭和24年生 ９万 6,000円

21136 男 昭和46年生 49万 8,000円

21137 男 昭和37年生 66万 3,000円

21138 女 昭和28年生 10万 4,000円

21139 男 昭和47年生 63万 2,000円

21140 男 昭和42年生 107万 円

21141 男 昭和40年生 15万 円

21142 男 昭和49年生 61万 2,000円

21143 女 昭和29年生 ４万 6,000円

21144 男（死亡） 昭和22年生 99万 円

21145 男 昭和21年生 121万 円

21146 男 昭和21年生 91万 円

21147 男 昭和17年生 ６万 7,000円

21148 男 昭和17年生 22万 5,000円

21149 男 昭和23年生 17万 2,000円

21150 男 昭和18年生 ７万 7,000円

21151 女 昭和29年生 ６万 2,000円

21152 男 昭和21年生 87万 8,000円

21153 男 昭和24年生 150万 円

21154 女 昭和31年生 56万 4,000円

21155 女 昭和51年生 10万 2,000円

21156 女 昭和31年生 ５万 7,000円

21157 女 昭和22年生 ５万 6,000円

21158 女 昭和18年生 ４万 5,000円

21159 女 昭和24年生 ６万 2,000円

21160 男 昭和35年生 62万 8,000円

21161 男 昭和19年生 13万 9,000円

21162 女 昭和24年生 63万 7,000円

21163 男 昭和22年生 131万 円



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21164 女 昭和17年生 ４万 4,000円

21165 女 昭和24年生 ５万 2,000円

21166 男 昭和15年生 14万 6,000円

21167 女（死亡） 昭和20年生 ９万 6,000円

21168 女 昭和23年生 ５万 5,000円

21169 女 昭和22年生 18万 6,000円

21170 女 昭和25年生 20万 3,000円

21171 男 昭和27年生 65万 円

21172 女 昭和19年生 ４万 4,000円

21173 女 昭和37年生 ５万 3,000円

21174 女 昭和20年生 ５万 2,000円

21175 女 昭和20年生 ５万 6,000円

21176 女 昭和22年生 15万 円

21177 女 昭和21年生 14万 4,000円

21178 女 昭和35年生 16万 2,000円

21179 女 昭和23年生 14万 7,000円

21180 女 昭和31年生 13万 円

21181 女 昭和40年生 ６万 2,000円

21182 男 昭和24年生 93万 8,000円

21183 女 昭和24年生 11万 7,000円

21184 女 昭和48年生 41万 6,000円

21185 男 昭和24年生 85万 5,000円

21186 女 昭和47年生 18万 7,000円

21187 女 昭和45年生 ６万 円

21188 女 昭和46年生 ６万 円

21189 男 昭和33年生 33万 円

21190 男 昭和22年生 131万 円

21191 男 昭和16年生 14万 円

21192 女 昭和25年生 14万 7,000円

21193 女 昭和26年生 ６万 円

21194 女 昭和27年生 ６万 円



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21195 女（死亡） 昭和31年生 ６万 円

21196 女 昭和33年生 ６万 円

21197 女 昭和37年生 ６万 円

21198 女 昭和41年生 ６万 円

21199 女 昭和43年生 ６万 円

21200 女 昭和44年生 ６万 円

21201 女 昭和57年生 ６万 円

21202 女 昭和51年生 ６万 円

21203 男 昭和21年生 150万 円

21204 女 昭和34年生 ６万 円

21205 女 昭和30年生 ６万 円

21206 男 昭和16年生 14万 7,000円

21207 女 昭和21年生 ５万 2,000円

21208 女 昭和37年生 ６万 円

21209 男 昭和22年生 150万 円

21210 男 昭和38年生 23万 5,000円

21211 男 昭和22年生 35万 1,000円

21212 女 昭和50年生 18万 円

21213 女 昭和42年生 18万 円

21214 女 昭和49年生 ８万 円

21215 女 昭和46年生 10万 円

21216 男 昭和27年生 36万 円

21217 女 昭和44年生 10万 円

21218 女 昭和48年生 15万 円

21219 女 昭和39年生 ８万 円

21220 女 昭和42年生 ６万 円

21221 女 昭和45年生 ８万 5,000円

21222 男 昭和43年生 10万 円

21223 女 昭和45年生 10万 円

21224 女 昭和41年生 10万 円

21225 女 昭和37年生 10万 円



事案番号 氏名 基礎年生金番号 生年月日 住所 標準賞与額

21226 女 昭和52年生 10万 円

21227 女 昭和38年生 10万 円

21228 男 昭和54年生 10万 円

21229 女 昭和44年生 10万 円

21230 女 昭和42年生 10万 円

21231 女 昭和27年生 10万 円

21232 女 昭和51年生 ４万 6,000円

21233 女 昭和26年生 ８万 円

21234 女 昭和34年生 ４万 円

21235 女 昭和41年生 ４万 円

21236 女 昭和45年生 ４万 円

21237 女 昭和42年生 ４万 円

21238 女 昭和56年生 ３万 9,000円

21239 男 昭和55年生 ５万 円

21240 女 昭和38年生 ２万 3,000円

21241 女 昭和45年生 ２万 円

21242 男 昭和23年生 3,000円



 

東京厚生年金 事案21243 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

に係る記録を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から６年２月11日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬額に見合う標準報

酬月額より大幅に低くなっている。そのため、調査して申立期間の標準報酬月額を正

しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

53 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成

６年２月 11 日より後の同年４月 11 日付けで、遡って４年 10 月から６年１月までは９

万8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は取締役であったことが確認できる。

しかし、同社の元顧問税理士は、社会保険関係の手続は申立人とは別の経理担当の取締

役が行っていた旨供述していることから、申立人は上記標準報酬月額の減額訂正処理に

関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所

でなくなった後に、申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立

期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正す

ることが必要である。 



 

東京厚生年金 事案21244 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成５年 10 月６日から６年５月９日までの期間について、申立人

のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年５月９日であると認められ

ることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に

届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の当該期間の標準報

酬月額に係る記録を 22万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 10月６日から６年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無く、また、標

準報酬月額は平成５年 10 月の資格取得時から低くなっている。そのため、調査して

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成５年 10 月６日から６年５月８日までの期間について、雇用保

険の加入記録及び申立人から提出のあった同年４月分のＡ社に係る給与明細書から、申

立人は当該期間に同社に勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成

６年４月１日より後の同年５月９日付けで、申立人の同社における被保険者資格喪失日

は同年３月31日と記録され、また、５年 10月から６年２月までの標準報酬月額は、当

初、22万円と記録されていたところ、遡って 10万 4,000円に減額訂正されていること

が確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、上記処理日に同社は法人事業所であ

ることが確認できることから、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所

でなくなった後に、遡って申立人のＡ社における被保険者資格喪失日及び標準報酬月額

を訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、



 

申立人の同社における資格喪失日を上記処理日である平成６年５月９日に訂正し、５年

10 月から６年４月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た22万円に訂正することが必要である。 

次に、申立期間のうち、平成６年５月９日から同年７月１日までの期間について、雇

用保険の加入記録及びＡ社の元代表取締役の供述から、申立人が当該期間のうち一部期

間に同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、上記代表取締役は、当該期間は、Ａ社の業務をＢ社に委譲していた期

間であった旨供述し、申立人は、「残務整理を行っていたと思うが、給与等については

不明である。」旨供述している。 

また、Ａ社の元経理担当者も平成６年４月以降は経理に関与していないため不明であ

る旨供述している。 

さらに、Ｂ社の経理担当者は、同社はＡ社の社員を引き継いだだけで別会社であり、

同社に人事記録や給与台帳等の資料は無い旨供述していることから、申立人の当該期間

における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21245 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成７年１月及び同年２月

は 34 万円、同年３月から８年３月までは 36 万円、同年４月から同年８月までは 38 万

円、同年９月は 41 万円、同年 10 月から９年６月までは 38 万円に訂正することが必要

である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：平成７年１月１日から９年７月１日まで 

ねんきん定期便において給与額（標準報酬月額）が実際の金額より下げられているの

ではないかと指摘を受け、現存する給与支給明細書と比較した結果、申立期間の標準報

酬月額が約 11万円から 13万円引き下げられている事実が判明した。給与支給明細書等

を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成７年１月から同年 10 月まで、８年１月から同年

９月まで及び９年１月から同年６月までの期間の標準報酬月額については、支払明細書

及び給与支給明細書において確認できる保険料控除額及び報酬月額から、７年１月及び

同年２月は 34 万円、同年３月から同年 10 月まで及び８年１月から同年３月までは 36

万円、同年４月から同年８月までは 38万円、同年９月は41万円、９年１月から同年６

月までは38万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成７年 11月及び同年12月、８年10月から同年12月まで



 

の期間の標準報酬月額については、申立人は、当該期間に係る給与支給明細書を保有し

ていないものの、当該期間の前後の期間における給与支給明細書から判断すると、同程

度の給与の支払を受け、保険料が控除されていたと認められることから、７年 11 月及

び同年 12月は 36万円、８年 10月から同年 12月までは 38万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当

時の資料が無く不明としているが、支払明細書及び給与支給明細書において確認できる

報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長

期間にわたり一致していないことから、事業主は、支払明細書及び給与支給明細書にお

いて確認できる報酬月額及び保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結

果、社会保険事務所（当時）は当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21247 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

当該脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月21日から31年12月１日まで 

             ② 昭和 31年12月１日から32年５月１日まで 

ねんきん特別便が届き、年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金

が支給されていることを知った。しかし、脱退手当金が支給決定されたとする時期は、

出産前であり、請求手続や受給をした記憶は無いので、支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金が支給決定されたとされる昭和 32 年当時の社会保険事務所（当

時）における脱退手当金の支給に係る事務処理においては、脱退手当金の請求書の添付

書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」の表

示を行い、請求者に返還することとされていたところ、申立人が現在も所持している申

立期間に係る厚生年金保険被保険者証であって、申立期間①の前に勤務したＡ社におい

て厚生年金保険被保険者資格を取得した際に発行されたものには、「脱」の表示が確認

できないことから、申立人の意思に基づいて申立期間に係る脱退手当金が請求されたも

のとは考えられない。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間の前に勤務した

Ａ社における被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となって

いる。そして、申立期間に係る厚生年金保険被保険者記号番号は、申立人が申立期間①

の前に勤務した同社において厚生年金保険の被保険者となったときに払い出されている

ものであるが、申立人に対する脱退手当金の支給事務手続を行ったＢ社会保険事務所

（当時）では、当該脱退手当金の支給事務手続において、当該被保険者記号番号から、

その払出しを行ったＣ社会保険事務所（当時）が特定でき、同事務所に照会することに

より、同社における被保険者期間が把握でき、当該期間も支給できたはずであるにもか



 

かわらず、同社における被保険者期間が未支給となっていることから、適正な事務処理

が行われていたとは言い難い。 

さらに、申立期間の脱退手当金として支給されたとする額は、法定支給額と相違して

おり、その理由は明らかでない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案21248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

当該脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年７月25日から32年10月19日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、申立期間に係る脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。会

社を退職するときには何も聞かれず、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給し

たことも無いので、支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金については、申立人が申立期間に勤務したＡ社と申立期間

の前に勤務したＢ社とは名称変更が行われただけの同一事業所であるにもかかわらず、

Ｂ社の被保険者期間が未請求となっていることから、Ａ社の事業主が申立人の委任を受

けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間の前に勤務した

Ｂ社の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。

そして、申立期間に係る厚生年金保険被保険者記号番号は、申立人が申立期間より前に

勤務した同社において厚生年金保険の被保険者となったときに払い出されているもので

あるが、申立人に対する脱退手当金の支給事務手続を行ったＣ社会保険事務所（当時）

では、当該脱退手当金の支給事務手続において、当該被保険者記号番号から、その払出

しを行ったＤ社会保険事務所（当時）が特定でき、同事務所に照会することにより、同

社における被保険者期間が把握でき、当該期間も支給できたはずであるにもかかわらず、

同社における被保険者期間が未支給となっていることから、適正な事務処理が行われて

いたとは言い難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案21249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

当該脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年９月１日から43年７月26日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、申立期間に係る脱退手当金の支給記録があることを知ったが、脱退手

当金の請求手続を行ったことも、受給したことも無いので、支給記録を取り消してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女性のうち、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和43年７月26日の前後の各５年以内に資

格喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす 12 名について、脱退手当金の支給記録を確認した

ところ、支給記録がある者は申立人を含め２名と少なく、また、連絡先が把握できた２名の者

から同社における当時の脱退手当金の取扱状況等について聴取したところ、いずれの者からも

事業主による代理請求をうかがうことができないことを踏まえると、事業主が申立人の委任を

受けて申立期間に係る脱退手当金の代理請求をしたとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間をその計

算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間より前の最初に厚生年金保険

被保険者となった期間及び次に厚生年金保険被保険者となった期間については、その計算の基

礎とされておらず、未請求となっている。しかしながら、申立人が、３回の被保険者期間のう

ち、当該最初の被保険者となった13か月及び次に被保険者となった27か月の請求を失念する

とは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退手

当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案21252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 51 年７月１日で

あると認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

なお、昭和 51 年４月から同年６月までの期間の標準報酬月額については、８万円と

することが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年４月30日から同年７月１日まで 

             ② 昭和 52年11月30日から54年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申立期間

②の厚生年金保険の加入記録が無い。両社には継続して勤務していたので、各申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社の元従業員の供述により、申立人

が当該期間に同社に勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日（昭和 51年４月 30日）より後の昭和51年７月13日付けで、申立人を

含む54人の資格喪失日が遡って同年４月 30日と処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社及びＢ社に係る各商業登記簿謄本によると、両社は同一所在地に存在し、

Ａ社の解散が昭和 59年12月＊日、Ｂ社の設立が51年６月24日であることが確認でき

る。 

さらに、Ａ社の複数の元従業員は、申立期間①において、業務に変更は無く、継続し

て同社に勤務し、給与から厚生年金保険料は控除されていたと思うと供述していること

から、同社は当該期間に当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしてい

たものと認められ、社会保険事務所（当時）において、当該適用事業所でなくなったと

する処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

加えて、Ａ社の社会保険事務担当の元従業員は、社会保険事務所における申立人を含



 

む 54 名の被保険者資格喪失届の受付日が昭和 51 年７月 13 日であることから、これら

の者に係る申立期間①の厚生年金保険料は控除していたと思う旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人が昭和 51 年４月 30

日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該資格喪失処理に係る記録

は有効なものとは認められず、申立人のＡ社における被保険者資格の喪失日を、Ｂ社に

おける被保険者資格の取得日である同年７月１日に訂正することが必要である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 51 年３月の

社会保険事務所の記録から、８万円とすることが妥当である。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人が昭和 53 年 12 月 25 日ま

でＢ社に勤務していたことが確認できるが、同社に係る事業所別被保険者名簿によると、

申立人は、52 年 11 月 30 日に被保険者資格を喪失（処理日：同年 12 月 15 日）してい

ることが確認できる。 

一方、Ｂ社は、昭和 53 年 10 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

申立期間②のうち、同年 10 月 31 日から 54 年１月１日までの期間について、同社は適

用事業所とはなっていない。 

また、Ｂ社の元事業主は死亡しており、申立期間②当時の厚生年金保険の取扱いにつ

いて確認できないところ、同社の元従業員の一人は、昭和52年12月頃に同社の社会保

険事務担当の責任者から、厚生年金保険料を納付していないことを聞き、その後、厚生

年金保険料は控除されなくなり、掛かり付けの医者に健康保険証が使えなくなった件で

相談したことを覚えている旨供述している。 

さらに、Ｂ社の社会保険事務担当の元従業員は、被保険者資格喪失届の提出以後に申

立人を含む従業員から厚生年金保険料は控除していないと思う旨供述している。 

加えて、申立人及び複数の元従業員は、給与明細書を保有しておらず、申立期間②の

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ部）における資格取得日に係る

記録を昭和 47年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年 12月１日から 48年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出された申立期間の給与明細書、Ａ社の元従業員の供述

及び同社から提出された申立人の退職・派遣者人事情報照会画面の写しにより、申立人は同社

に継続して勤務し（昭和47年12月１日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された昭和 48 年１月の給与明

細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどおり

の被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案21256                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格

喪失日（昭和 41年５月 20日）及び資格取得日（昭和41年６月21日）を取り消し、申

立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和41年５月20日から同年６月21日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

では、途中で退職することなく継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人は、同社において昭和40年10月

６日に厚生年金保険の資格を取得し、41 年５月 20 日に資格を喪失後、同年６月 21 日

に同社において再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録は確認できない。 

しかし、Ａ社の複数の元従業員及び同社の親会社であるＢ社の元役員の供述から判断

すると、申立人は、一般事務員として、Ａ社に申立期間も含め継続して勤務していたこ

とが推認できる。 

また、上記被保険者名簿によると、申立期間前後に被保険者資格を取得した190人の

うち、申立人と同様、被保険者記録に空白がある者は３人のみであり、当該３人のうち、

当委員会の照会に回答した一人は、「自分は、Ａ社でタクシー運転手として勤務し、一

度同社を退職した後再就職したことがある。」旨回答している。 

さらに、Ａ社の元社会保険担当者は、「昭和 41年５月20日付けで申立人を含む６人

がＣ社に異動することになったので、厚生年金保険の被保険者資格の喪失届を作成した。

自分も同日付けで別会社に異動することになったが、異動して約一週間後に申立人をＡ

社で見かけたことがある。申立人の人事の経過は分からないが、申立人は実際にはＣ社



 

に異動していなかったならば、Ａ社で厚生年金保険料が控除されていたと思う。」旨供

述しているところ、Ａ社及びＣ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人を除く

当該５人の従業員においては、同年５月 20 日にＡ社で厚生年金保険の資格を喪失し、

同日にＣ社で資格を再取得していることが確認できる上、Ａ社からＣ社に異動した従業

員の一人は、「他の異動者とＣ社へ挨拶に行き、その日から勤務したが、申立人はいな

かった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 41 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主から申

立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保

険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録ど

おりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る昭和 41 年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案21257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準報酬

月額に係る記録を 22万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年10月11日から53年４月26日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に支給された給与額

より低い。当時の給料明細書を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立期間のうち、昭和 52 年 11 月及び 53 年１月から同年３月までの期

間の標準報酬月額については、申立人が提出した給料明細書において確認できる保険料

控除額から、22万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 52 年 10 月及び同年 12 月の標準報酬月額については、

申立人は給料明細書を所持していないが、申立人と同様、営業職であった複数の従業員

は、「Ａ社では歩合給は無く、昇給が無い限り毎月一定の給料が支給されていた。また、

試用期間があったという記憶は無く、入社から数か月後に昇給することは無かった。」



 

旨供述しているところ、上記４か月分の給料明細書の内訳は一定であることから判断す

ると、当該期間においても、給料明細書で確認できる期間と同額の報酬額が支給され、

当該報酬額に見合う標準報酬月額に基づく保険料が控除されていたことが認められるこ

とから、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社の元代表者の所在を特定することが

できないため、当時の状況について照会することができず、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案21264 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額を30万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年１月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の報酬額に見合う

標準報酬月額と相違している。給与支給明細書を提出するので、標準報酬月額の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

30 万円と記録されていたところ、申立人が同社において被保険者資格を喪失した平成

20 年１月１日より後の同年４月 11 日付けで、遡って 14 万 2,000 円に減額訂正された

ことが確認できる。 

また、申立人と同日付けで標準報酬月額を遡って減額訂正された被保険者がほかに

34人確認できる。 

このことについて、事業主は、「財務全般事項は最高財務責任者に一任していたこと

から、詳細は分からない。」と回答しているが、Ａ社に係る滞納処分票により、申立期

間当時、同社において厚生年金保険料の滞納があったことが確認できる上、事業主、最

高財務責任者及び社会保険労務士が、滞納保険料の解消に向け社会保険事務所と対応し、

標準報酬月額の減額訂正に係る届出を行ったことをうかがわせる記載が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成 20年４月11日付けで行われた遡及訂正処理は事

実に則したものとは考え難く、社会保険事務所において、申立期間に係る標準報酬月額

を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、標準報酬月額について有効な記録訂正があ

ったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た 30万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案21265 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15 年 12 月 10 日

は20万円、18年６月８日は 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和59年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月10日 

             ② 平成 18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①及び②の標準

賞与額の記録が無いことが分かった。平成 18 年６月分の賞与支給明細書を提出する

ので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 15 年 12 月及び 18 年６月に係る賞与一覧表等により、申立

人は、15年 12月 10日に 20万円、18年６月８日に 28万円の賞与の支払を受け、当該

賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は履行したとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、上記

賞与一覧表等において確認できる保険料控除額に見合う賞与額に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案21268 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

に係る記録を、平成５年４月は 36 万円、同年５月から同年 11 月までは 24 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から同年12月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の報酬月額と相違し

ている。そのため、調査して正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、平成５年４

月は 36 万円、同年５月から同年 11 月までは 24 万円と記録されていたが、同社が厚生

年金保険の適用事業所でなくなった同年 12月１日より後の６年１月28日付けで、遡っ

て 15 万円に減額訂正されている上、申立人以外に同社の代表取締役と取締役の二人に

ついても、同様に標準報酬月額が減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、申立期間当時は社会保険料を滞納しており、社会保険事務所

の職員から、遡って標準報酬月額を引き下げる手続を提案され、了承した旨回答してい

る。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本では、申立人は同社の取締役であったことが確認できる

が、同社の事業主は、事業主印は自分が管理しており、申立人が勝手に使用することは

できず、厚生年金保険に関する事務の権限は自分にあったため、申立人は減額訂正に関

与していなかった旨供述している上、オンライン記録によると、申立人は同社における

厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成５年 12 月１日に、他社で厚生年金保険被保

険者資格を取得しており、減額訂正が行われた６年１月 28 日にはＡ社に勤務していな

かったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立期間に係る標準報酬月

額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められな



 

いことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た、平成５年４月は 36 万円、同年５月から同年 11 月までは 24 万円に訂正する

ことが必要である。 



 

東京厚生年金 事案21269 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を 73万1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、時効に

より厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 19 年夏期賞与支給明細により、申立人は、申立期間に同社

から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細において確認でき

る厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額は 73 万 1,000 円、賞与額に見合う標準賞

与額は75万円であることから、73万1,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年６月25日に申立

期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案21270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を 43万9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、時効に

より厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 19 年夏期賞与支給明細により、申立人は、申立期間に同社

から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細において確認でき

る厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額は 43 万 9,000 円、賞与額に見合う標準賞

与額は45万円であることから、43万9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年６月25日に申立

期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案21271 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を 70万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、時効に

より厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 19 年夏期賞与支給明細により、申立人は、申立期間に同社

から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細において確認でき

る厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額は 70 万 2,000 円、賞与額に見合う標準賞

与額は72万円であることから、70万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年６月25日に申立

期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案21272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を 27万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、時効に

より厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 19 年夏期賞与支給明細及び申立人から提出された賞与明細

書により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細及び賞与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額は 27 万 3,000 円、賞与額

に見合う標準賞与額は 28万円であることから、27万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年６月25日に申立

期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案21273 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を 34万1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月10日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、時効に

より厚生年金保険料を納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 19 年夏期賞与支給明細により、申立人は、申立期間に同社

から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細において確認でき

る厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額は 34 万 1,000 円、賞与額に見合う標準賞

与額は35万円であることから、34万1,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年６月25日に申立

期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案21275 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日を昭和 42 年 10 月 21 日、資格

喪失日を 48 年８月 21 日とし、申立期間の標準報酬月額を、42 年 10 月から 43 年９月

までは１万 6,000円、同年 10月から 44年９月までは１万 8,000円、同年 10月から 45

年９月までは２万円、同年 10月から 46年９月までは２万 2,000円、同年 10月から 47

年９月までは３万円、同年 10月から48年７月までは３万6,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年10月21日から48年８月21日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では、販売会社である

Ｂ社の生産部員として勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人が申立期間においてＡ社の販売会

社であるＢ社に生産部員として勤務していたことが認められる。 

また、オンライン記録によれば、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

51年７月１日であるところ、44年12月に、申立人と同一職種の生産部員として同社に

入社したとする同僚は、同年 12月１日から51年７月１日までの期間はＡ社において、

厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、申立期間及びその前後の期間にＢ社に勤務していたとする上司及び同僚は、

同社が厚生年金保険の適用事業所となる前は、Ａ社において、厚生年金保険の被保険者

資格を取得していることが確認できるところ、当該上司及び同僚は、申立人は、正社員

としてＢ社に勤務しており、申立期間当時、正社員は、Ａ社において全員厚生年金保険

に加入し、保険料を給与から控除されていたと供述している。 



 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間に申立人と同年代であった複数

の女性従業員の標準報酬月額の記録から、昭和 42 年 10 月から 43 年９月までは１万

6,000円、同年 10月から 44年９月までは１万 8,000円、同年 10月から 45年９月まで

は２万円、同年 10月から 46年９月までは２万2,000円、同年10月から47年９月まで

は３万円、同年 10月から 48年７月までは３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は、平成

15 年７月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間当時の事業主

は死亡していることから、申立人の給与からの厚生年金保険料の控除について確認する

ことができないが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が届出された

場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いず

れの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していないとは、通常の

事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届

出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和42年10月から

48 年７月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21276 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 48年２月27日であると認められることか

ら、申立期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正し、申立期間の標

準報酬月額を９万 2,000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年12月31日から48年２月27日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には申立期間も

継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が、申立期間のうち、昭和47年12月31日から48年２

月20日までの期間においてＡ社に勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和48年２月27日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており（以下「全喪」という。）、同社に係る事業所別被保険者名簿によると、申

立人の資格喪失日は、当初、全喪日と同日の同年２月27日とされていたが、後に47年12月

31日に訂正されていることが確認できる上、同社において被保険者であった 30人について同

様の処理がされているが、社会保険事務所（当時）において、当該資格喪失日の訂正処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

また、上記被保険者名簿により住所の判明した同僚及び従業員 12 人に申立期間当時のＡ社

の経営状態について照会したところ、回答のあった６人全員が、同社は昭和 48 年２月＊に倒

産したと供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が、申立人について、昭和47年12月31日

に資格を喪失した旨の遡及訂正処理を行う合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは

認められないことから、申立人の資格喪失日は、当該訂正処理前の記録である48年２月27日

であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る当該訂正処理前の上記被保険者名

簿の記録から、９万2,000円とすることが必要である。 



 

東京厚生年金 事案21277 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録

を１万4,000円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年５月１日から26年３月１日まで 

Ａ社を船舶所有者とするＢ船舶に乗務していた申立期間の船員保険の標準報酬月額

が、同社が保管する船員保険台帳に記載されている標準報酬月額と異なっている。同

台帳を提出するので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の孫が、申立人の年金記録の訂正を求めて行っ

たものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する船員保険台帳によれば、申立人に係る標準報酬月額は昭和 25 年５月１日に

第14級（１万4,000円）に変更されていることが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額については、昭和 26

年３月１日付けで１万4,000円と記録されており、申立人の申立期間における標準報酬月額は、

１万2,000円となっているが、同社は、標準報酬月額の変更について船員保険台帳に記載され

ている変更日（昭和 25 年５月１日）を届け出ており、上記変更日以外の日付を社会保険事務

所に届け出た記録は無いとしていることから、申立人の標準報酬月額を 26 年３月１日付けで

１万4,000円とする旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 

また、日本年金機構では、事業所が届け出ていない標準報酬月額の変更日が船員保険被保険

者名簿に記録されていることについて、当時の資料を保管しておらず、その理由は不明である

としている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の申立期間に係る船員保険

の記録管理は十分に行われていなかったものと認められることから、事業主は、申立人が主張

する標準報酬月額（１万4,000円）に係る届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 



 

東京厚生年金 事案21278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年４月 30

日は137万7,000円、16年４月30日は115万8,000円、17年４月30日は54万5,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年４月30日 

② 平成16年４月30日 

③ 平成17年４月30日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞

与額の記録が無い。同社は、平成 21 年に、社会保険事務所（当時）に事後訂正の届出を行

ったものの、保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されな

い。特別賞与明細書を提出するので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した特別賞与明細書及びＢ社が保有する健康保険・厚生年金保険被保険者賞与

支払届の控えにより、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそ

れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記特別賞与明細書において



 

確認できる賞与額から、申立期間①は137万7,000円、申立期間②は115万8,000円とし、申

立期間③に係る標準賞与額については、上記特別賞与明細書において確認できる厚生年金保険

料控除額から、54万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、申立期間に係る厚生年金保険料についても

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案21279 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 11年１月１日から13年２月１日までの期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったこと

が認められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 20 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 63年10月１日から平成３年９月１日まで 

          ② 平成６年12月１日から11年１月１日まで 

          ③ 平成 11年１月１日から13年２月１日まで 

Ａ社に経理担当者として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、報酬月額に見合う標準報酬月額と相違しているので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、申立人の申立期間③に係る標準報酬月額は、当初、20

万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平

成 13年２月１日）の後の平成 13年２月 26日付けで、遡って９万 8,000 円に減額訂

正されていることが確認できる。 

また、Ａ社において、申立人のほか代表取締役及び取締役についても、同日付けで

標準報酬月額が減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人はＡ社で経理担当者ではあったものの、同社に係る商業登記簿謄本で

は、取締役等に就任していないことが確認できるところ、同社の代表取締役は、倒産

関係の処理については自身と弁護士だけで行っていたので、申立人は標準報酬月額の

減額訂正処理に関与していないとしている。 

さらに、上記弁護士は、倒産関係の処理については、Ａ社の代表取締役と行ってお

り、申立人は関与していないとしていることから、申立人は当該標準報酬月額の減額

訂正処理に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適



 

用事業所でなくなった後に、標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、

有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間③に係る標準

報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 20 万円に訂正することが必要

である。 

２ 申立人は、申立期間①及び②に係る標準報酬月額が報酬月額に見合う標準報酬月額

と相違している旨申し立てているところ、オンライン記録では、申立人のＡ社におけ

る当該期間の標準報酬月額に不自然な訂正処理が行われた形跡は見当たらない。 

また、申立期間①及び②において、申立人のほか、Ａ社の代表取締役及び取締役の

標準報酬月額が、申立人と同時期に減額されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の代表取締役及び取締役は、申立期間①及び②に係る申立人の標準報

酬月額の届出及び給与からの保険料控除は申立人の主張どおりに行っていたとしてい

るものの、当時の届出書類等を保管していないことから、申立期間①及び②において、

申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判断していると

ころであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事

業主が厚生年金保険料の納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態で

あったと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定さ

れているところ、上記代表取締役、取締役及び複数の従業員は、申立人はＡ社で経理

担当者として社会保険事務を行っていたとしている。 

また、申立人は、Ａ社の代表取締役の妻であり、同社の経理担当者として社会保険

事務を行っていた旨供述している。 

したがって、仮に、申立人が申立期間①及び②における厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることができたとしても、申立人は、申立期間①

及び②当時、上記のとおり、特例法第１条第１項ただし書に規定されている「保険料

納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場

合」に該当すると認められることから、申立期間①及び②については、特例法に基づ

く記録訂正の対象とすることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事務所Ｂ出張所における厚生年金保険の資格取得日は昭和 24 年６月１日、

資格喪失日は同年 11 月１日であると認められることから、申立人の厚生年金保険被保

険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21年７月１日から24年４月１日まで 

         ② 昭和 24年５月１日から同年11月１日まで 

         ③ 昭和 26年10月20日から26年11月１日まで 

昭和 21 年７月１日にＣ地区にあったＤ連隊に翻訳兼通訳として採用され、同連隊

のＥ駐屯地への移動とともにＢ地区に移り、25 年４月１日まで同連隊で勤務した期

間のうちの申立期間①及び②並びにＦ事業所で勤務した期間のうちの申立期間③の厚

生年金保険の加入記録が無い。申立期間は継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうち、昭和24年６月１日から同年11月１日までの期間について、Ａ事務所Ｂ

出張所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、申立人について、資格取

得日は同年６月１日と記載されているが、資格喪失日は記載されていない。 

また、上記被保険者名簿は、一部について、資格取得年月日順に記録されておらず、健康保

険証の番号は欠落と重複が多数あり、被保険者記録が後から追記整理されたものがあることか

ら、当該期間当時において、社会保険事務所（当時）における年金記録の管理が適切でない状

況がうかがえる。 

一方、従業員の回答及び申立人の供述から、当該期間において、申立人がＡ事務所Ｂ出張所

に勤務していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ事務所Ｂ出張所における厚生年金保険の資格取得

日を昭和24年６月１日、資格喪失日を同年11月１日に訂正することが必要である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 24 年６月の上記被保険者名



 

簿の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

申立期間①について、申立人は、Ｄ連隊において翻訳兼通訳として勤務していたと申し立て

ている。 

しかし、Ｇ防衛事務所は、当時の資料が残っていないため、申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除等については不明であると回答していることから、申立人の申立期間①における

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、駐留軍施設に勤務する日本人労働者は、当時、国の雇用者である身分を有していたも

のの、社会保険制度が適用されたのは昭和 24 年４月１日からであるところ、Ａ事務所Ｂ出張

所は、上記被保険者名簿によると、社会保険制度が適用された同年４月１日に厚生年金保険の

適用事業所となっており、申立期間①は適用事業所となっていないことが確認できる。 

申立期間②のうち、昭和 24 年５月１日から同年６月１日までの期間について、申立人は、

Ｄ連隊において翻訳兼通訳として勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｇ防衛事務所は、当時の資料が残っていないため、申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除等については不明であると回答していることから、申立人の当該期間における勤

務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は４人の同僚を記憶していたが、いずれの者も死亡したとしている。そこで、

上記被保険者名簿により、当該期間に被保険者記録があり、連絡先が判明した従業員 11 人に

照会したところ、回答のあった６人のうち５人が申立人のことを記憶しておらず、一人は申立

人を記憶しているものの、勤務期間は不明としていることから、これらの者から申立人の当該

期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について供述を得ることができない。 

申立期間③について、申立人は、Ｆ事業所に勤務したと申し立てている。 

しかし、Ｇ防衛事務所は、当時の資料が残っていないため、申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除等については不明であると回答していることから、申立人の申立期間③における

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人から提出されたＨ会名簿により、同名簿に記載されている者 23 人に照会した

ところ、回答のあった 14 人のうち 10 人が申立人を記憶していたが、10 人全員が申立人の退

職日は分からないと回答している。そこで、Ｆ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被

保険者名簿により、申立期間③に被保険者記録があり連絡先が判明した従業員 16 人に照会し

たところ、回答のあった９人のうち３人が申立人を記憶していたが、３人全員が申立人の退職

日は分からないと回答していることから、これらの者から申立人の申立期間③における勤務実

態について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①、申立期間②のうち、昭和 24 年５月１日から同年６月１日

までの期間及び申立期間③における厚生年金保険料の控除について、これを確認できる関連資

料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を昭和 50 年７月 11

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年７月11日から同年11月15日まで 

Ａ社からＢ社に出向した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

両社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社における当時の社会保険担当者及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、

申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、上記複数の同僚が、申立人は、昭和 50 年７月にＡ社から

Ｂ社に異動してきたと供述していることから、同年７月 11 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における昭和50年11月の

オンライン記録から、11万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明

としているが、申立人に係る雇用保険及び厚生年金保険の記録における資格取得日が同

日であり、公共職業安定所及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って同じ資格取得日

を記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 50 年 11 月 15 日を資格取得日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月から同年 10 月までの保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 51 万 3,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月26日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。申立期間も賞与が支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたの

で、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主は、申立期間において、申立人に賞与を支給したと回答しており、同社

の複数の従業員も申立期間の賞与は支給されたと供述している。 

また、Ａ社の従業員一人が保管していた家計簿には、申立期間における賞与の支給額、

手取り額、厚生年金保険料控除額等が記載されており、申立期間における同社の賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたことがうかがえる。 

これらのことから総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記の同僚の申立期間における賞与額

が、平成15年７月 25日に当該同僚に支給された賞与額と同額であることから、申立人

の同年７月25日に支給された賞与額と同額の51万3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は保険

料を納付したとしているが、申立期間において申立人と同様にＡ社から賞与を受けたと

する複数の同僚も、それぞれの賞与に係る記録が無いことから、事業主は、申立期間に

係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務



 

所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21285 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を、昭和 59年 11月は 22万円、同年 12月は 20万円、60年１月から同年

７月までは 22万円、同年８月は 24万円、同年９月は 22万円、同年 10月は 20万円、

同年11月は24万円、同年 12月から61年２月までは22万円、同年３月から62年９月

までは 24万円、同年 10月から 63年８月までは 26万円、同年９月から平成２年 10月

までは 30万円、同年 11月は 41万円、同年 12月は 38万円、３年１月から同年４月ま

では44万円、同年５月は 41万円、同年６月及び同年７月は38万円、同年８月は41万

円、同年９月は 38万円、同年 10月及び同年11月は41万円、同年12月は36万円、４

年１月は 41 万円、同年２月及び同年３月は 44 万円、同年４月から同年８月までは 41

万円、同年９月及び同年 10月は 38万円、同年11月は41万円、同年12月は38万円、

５年１月から同年８月までは 41万円、同年９月及び同年10月は47万円、同年11月は

44 万円、同年 12 月は 41 万円、６年１月は 47 万円、同年２月は 44 万円、同年３月は

41万円、同年４月は 38万円、同年５月は 41万円、同年６月は 44万円、同年７月及び

同年８月は47万円、同年９月は 41万円、同年10月から７年８月までは36万円、同年

９月から８年６月までは 47 万円、同年７月は 44 万円、同年８月は 47 万円、同年９月

は50万円、同年 10月及び同年 11月は44万円、同年12月は41万円、９年１月及び同

年２月は 44 万円、同年３月から同年７月までは 50 万円、同年８月は 47 万円、同年９

月は 50万円、同年 10月は 53万円、同年 11月及び同年 12月は 44万円、10年１月は

47万円、同年２月は 53万円、同年３月から同年７月までは 47万円、同年８月は 50万

円、同年９月は 41万円、同年 10月は38万円、同年11月及び同年12月は41万円、11

年１月から同年６月までは 47 万円、同年７月は 44 万円、同年８月及び同年９月は 47

万円、同年 10月及び同年 11月は 50万円、同年 12月は 44万円、12年１月から同年３

月までは 50 万円、同年４月は 44 万円、同年５月及び同年６月は 50 万円、同年７月は

47万円、同年８月から同年 11月までは 50万円、同年 12月は 44万円、13年１月は 47

万円、同年２月は 44万円、同年３月は 47万円、同年４月は44万円、同年５月は50万

円、同年６月は 47 万円、同年７月は 44 万円、同年８月及び同年９月は 50 万円、同年

10月は 47万円、同年 11月は 41万円、同年 12月から 15年２月までは 38万円、同年

３月から同年５月までは 41 万円、同年６月から 19 年７月までは 38 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間②から⑥までについて、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当



 

該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15 年７月 18 日は 27 万 6,000 円、同年 12 月

19 日は 33 万 1,000 円、16 年７月 16 日は 27 万 9,000 円、同年 12 月 17 日は 33 万

4,000円、17年７月 15日は28万 2,000円とすることが必要である。 

さらに、申立期間⑦から⑪までについて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、

平成17年12月16日は33万8,000円、18年７月14日は34万2,000円、同年12月 15

日は 28万 5,000円、19年７月 13日は 34万 2,000円、同年 12月 14日は 30万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立期間②から⑪までについて、申立人に係る当該標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年11月１日から平成19年８月１日まで 

              ② 平成 15年７月18日 

③  平成15年12月19日 

④ 平成16年７月16日 

⑤ 平成 16年12月17日 

⑥ 平成17年７月15日 

⑦ 平成 17年12月16日 

⑧ 平成18年７月14日 

⑨ 平成 18年12月15日 

⑩ 平成19年７月13日 

⑪ 平成 19年12月14日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が実際の保険料控除額に見

合う標準報酬月額と相違している。また、申立期間②から⑥までの標準賞与額が実際

の保険料控除額に見合う標準賞与額と相違しており、申立期間⑦から⑪までの標準賞

与額の記録が無い。各申立期間の給与支給明細書及び賞与明細書を提出するので、記

録を訂正してほしい。 

 

 



 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人から提出された給与支給明細書により、申立人の報酬月額及

び厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録よりも高いことが確認で

きる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、上記給与支給明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額から、昭和59年11月は22万円、同

年12月は20万円、60年１月から同年７月までは22万円、同年８月は24万円、同年９月

は22万円、同年10月は20万円、同年11月は24万円、同年12月から61年２月までは22

万円、同年３月から62年９月までは24万円、同年10月から63年８月までは26万円、同

年９月から平成２年10月までは30万円、同年11月は41万円、同年12月は38万円、３

年１月から同年４月までは44万円、同年５月は41万円、同年６月及び同年７月は38万円、

同年８月は41万円、同年９月は38万円、同年10月及び同年11月は41万円、同年12月

は36万円、４年１月は41万円、同年２月及び同年３月は44万円、同年４月から同年８月

までは41万円、同年９月及び同年10月は38万円、同年11月は41万円、同年12月は38

万円、５年１月から同年８月までは 41 万円、同年９月及び同年 10 月は 47 万円、同年 11

月は44万円、同年12月は41万円、６年１月は47万円、同年２月は44万円、同年３月は

41万円、同年４月は38万円、同年５月は41万円、同年６月は44万円、同年７月及び同年

８月は 47万円、同年９月は 41万円、同年 10月から７年８月までは 36万円、同年９月か

ら８年６月までは 47万円、同年７月は 44万円、同年８月は 47万円、同年９月は 50万円、

同年10月及び同年11月は44万円、同年12月は41万円、９年１月及び同年２月は44万

円、同年３月から同年７月までは50万円、同年８月は47万円、同年９月は50万円、同年

10月は53万円、同年11月及び同年12月は44万円、10年１月は47万円、同年２月は53

万円、同年３月から同年７月までは47万円、同年８月は50万円、同年９月は41万円、同

年10月は38万円、同年11月及び同年12月は41万円、11年１月から同年６月までは47

万円、同年７月は 44万円、同年８月及び同年９月は 47万円、同年 10月及び同年 11月は

50万円、同年12月は44万円、12年１月から同年３月までは50万円、同年４月は44万円、

同年５月及び同年６月は 50 万円、同年７月は 47 万円、同年８月から同年 11 月までは 50

万円、同年12月は44万円、13年１月は47万円、同年２月は44万円、同年３月は47万円、

同年４月は 44万円、同年５月は 50万円、同年６月は 47万円、同年７月は 44万円、同年

８月及び同年９月は50万円、同年10月は47万円、同年11月は41万円、同年12月から

15年２月までは38万円、同年３月から同年５月までは41万円、同年６月から19年７月ま

では38万円とすることが妥当である。 

なお、当該期間について、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の



 

履行については、事業主から回答は無いが、オンライン記録の標準報酬月額が給与支

給明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と当該

期間の長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与支給明細書において

確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

２ 申立期間②から⑥までについて、申立人から提出された賞与明細書により、申立人の賞与

額及び厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額は、オンライン記録よりも高いことが確認

できる。 

  また、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額及び賞与額から、平成15年７月18日は27万6,000円、同年12月19日は33万

1,000円、16年７月16日は27万9,000円、同年12月17日は33万4,000円、17年７月15

日は28万2,000円とすることが妥当である。 

３ 申立期間⑦から⑪までについて、申立人から提出された賞与明細書により、申立人は当該

期間において、事業主から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を賞与から控

除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる厚生年金

保険料控除額及び賞与額から、平成17年12月16日は33万8,000円、18年７月14日は

34万2,000円、同年12月15日は28万5,000円、19年７月13日は34万2,000円、同年

12月14日は30万円とすることが妥当である。 

４  申立期間②から⑪までについて、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業

主による納付義務の履行については、事業主から回答が無く、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどお

りの賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



 

東京厚生年金 事案21286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 48 年５月

１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年４月28日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。異動はあ

ったが同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録、Ａ社の回答並びに同社から提出された人事記録及

び社内報から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 48 年５月１日に同

社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 48 年

３月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



 

東京厚生年金 事案21291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 38年 10月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年10月26日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間に支店間の異動

はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社が保管する申立人に係る人事記録及び同社からの回答書等

から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 38 年 10 月 26 日に

同社Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 38 年

11月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、当

時の資料が残っていないため保険料を納付したか否かについては不明としており、この

ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



 

東京厚生年金 事案21292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 58 年 12 月１日から 59 年２月１日までの期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 58年12月１日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立人の申立期間②のうち、平成３年６月 30日から４年７月17日までの期間

について、申立人のＡ社における資格喪失日は同年７月 17 日であると認められること

から、当該期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の当該期間に係る

標準報酬月額を 30万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年10月１日から59年２月１日まで 

             ② 平成２年10月１日から４年７月17日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①については厚生年金保険の加入記録が無く、

申立期間②については資格喪失日が平成３年６月 30 日となっているが、同日以降も

継続して勤務しており、４年７月 17 日までは被保険者であった上、標準報酬月額が

実際の給与額に見合う標準報酬月額と相違している。このため、申立期間①及び②を

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が所持するＡ社が発行した平成 10 年度の賃金台帳に

おいて、雇入年月日欄に昭和 57年10月１日と記載があり、裏面には支給額を証明す

るための代表者印が確認できることから、申立人が当該期間において同社に勤務して

いたことが認められる。 



 

また、申立人が所持するＡ社が発行した昭和 59 年分給与所得の源泉徴収票におけ

る「社会保険料等の金額」欄に記載された金額は、オンライン記録における申立人の

標準報酬月額（26 万円）から試算した 12 か月分の厚生年金保険料、健康保険料及び

雇用保険料の合計とほぼ一致することが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①のうち、昭和58年12月１日

から 59 年２月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 59 年２月

の社会保険事務所の記録及び同年分給与所得の源泉徴収票における保険料控除額から、

26万円とすることが妥当である。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、雇用保険及び厚生

年金保険の資格取得日が昭和 59 年２月１日と記録されていることから、公共職業安

定所及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取得日を記録したとは考え難く、事

業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

58 年 12 月及び 59 年１月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当

該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 57年10月１日から58年12月１日までの期間につ

いては、上記賃金台帳における雇入年月日欄の記載から、申立人がＡ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、当時の事業主は、申立人の人事記録、厚生年金保険の加入記録等の資料を

保存していないため、申立人の勤務状況、厚生年金保険料の控除状況等について確認

することができないと回答している。 

また、申立人は当時の資料を所持しておらず、申立人と同日に被保険者資格を取得

した同僚二人のうち、回答のあった一人は、当時の資料を所持していない上、自身の

入社時の雇用条件についても不明と回答しており、Ａ社における厚生年金保険の取扱

いについて確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間について、厚生年金保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人がＡ社に勤務していたこ

とが確認できる。 

また、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

った日（平成３年６月 30 日）より後の平成４年７月 17 日付けで、２年 10 月及び３

年10月の標準報酬月額の定時決定が取り消され、２年10月に遡って、標準報酬月額

が30万円から 28万円に減額訂正されており、同社における被保険者資格喪失日につ



 

いても遡って３年６月 30日と記録されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、同社は申立期間②も法人事業所であった

ことが確認できることから、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人について、平成３

年６月 30 日に資格を喪失した旨の処理及び厚生年金保険の適用事業所でなくなった

後に、遡って標準報酬月額の減額訂正処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、

当該処理日である４年７月 17日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た30万円に訂正することが必要である。 

 



 

東京厚生年金 事案21296 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該期間の標

準報酬月額に係る記録を 10万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②について、事業主は、申立人が主張する昭和 48 年６月２日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められ

ることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、12 万 6,000 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年８月１日から同年10月１日まで 

             ② 昭和 48年５月４日から同年６月２日まで 

    Ａ社Ｃ支店に勤務していた申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬月額

に見合う標準報酬月額より低い。申立期間①の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。また、申立期間②の同社における厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

②に支店間の異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、当該期間の標準報酬月額は、Ａ社Ｃ支店に係る事業所別被保

険者名簿では９万 2,000円と記録されているところ、Ｂ社企業年金基金が管理する申

立人に係る厚生年金基金の加入員記録情報によると、10 万円と記録されていること

が確認できる。 

また、Ｂ社は、「当時の書類は保存期限経過につき現在残っていないが、当時、届

出について複写式の用紙を使用していた。」旨供述しているところ、申立人に係る厚

生年金基金の標準報酬月額が社会保険事務所において記録されている標準報酬月額よ

り高いこと及び当該厚生年金基金の国への代行返上の際の状況から判断すると、申立



 

人に係る当該厚生年金基金の加入員記録について事後の訂正はうかがえない。 

これらを総合的に判断すると、当該期間において、事業主が申立人の主張する標準

報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立人の

当該期間の標準報酬月額に係る記録を 10万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間②について、Ｂ社が提出した社員台帳、同社企業年金基金が管理する申立

人に係る厚生年金基金の加入員記録情報及び同僚らの供述から判断すると、申立人は

Ａ社Ｃ支店に当該期間も継続して勤務していたことが認められる。 

また、上記Ｂ社企業年金基金が管理する申立人に係る当該厚生年金基金の加入員記

録情報によると、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪失日は昭和 48 年６月２日と記

録されている。 

さらに、Ｂ社は、当該期間に係る届出についても上記と同様に複写式である旨供述

していること及び当該厚生年金基金の国への代行返上の際の状況から判断すると、申

立人に係る当該厚生年金基金の加入員記録について事後の訂正はうかがえない。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人がＡ社Ｃ支店において、昭和 48

年６月２日に被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 48 年４月の社会保険事

務所の記録及び厚生年金基金の記録から、12万6,000円とすることが妥当である。 



 

東京厚生年金 事案21297 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 49年９月 30日から 50年１月 28日までの期間について、申立

人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同年１月 28 日であると認め

られることから、申立人の当該期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、11万円とすることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 50年１月 28日から同年３月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を同年１月 28 日に訂正し、当該期間

の標準報酬月額を 11万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年９月30日から50年３月１日まで 

    Ａ社は申立期間中に役員が全員交替し、Ｂ社に社名変更したが、その間も継続して

勤務し給与の支払も受けていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和49年９月30日から50年１月28日までの期間について、申立

人に係る雇用保険の加入記録によると、当該期間において、Ａ社に継続して勤務してい

たことが認められる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適

用事業所ではなくなった昭和49年12月26日の後の50年１月28日付けで、申立人の同社に

おける資格喪失日を遡って49年９月30日とする資格喪失届が受付されており、申立人を

含め84人について同様の処理が行われていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、同社の役員ではないことが確認

できる。 



 

また、Ａ社は、同社に係る商業登記簿謄本によると、昭和49年12月23日に社名を変更

しているが、当該受付日である50年１月28日においても法人事業所であることが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人について昭

和49年９月30日に資格を喪失する旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失に係る

処理は有効なものとは認められないことから、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日は、上記資格喪失届の受付日である50年１月28日に訂正することが必要と認め

られる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和49年８月の社

会保険事務所の記録から、11万円とすることが妥当である。 

申立期間のうち、昭和50年１月28日から同年３月１日までの期間について、Ｂ社に係

る商業登記簿謄本及びＡ社の取締役等の供述から判断すると、申立人が勤務していた事

業所は、Ａ社から業務を引き継いだＢ社であったことが推認できる。 

また、同僚から提出のあった昭和50年１月及び同年２月の給与支給明細表によると、

当該期間に係る保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における昭和 50 年３月の

資格取得時の社会保険事務所の記録から、11万円とすることが妥当である。 

なお、Ｂ社は、当該期間には、厚生年金保険の適用事業所になっていないものの、５

人以上の従業員が当該期間についてもＡ社から継続して勤務していた旨回答しているこ

とから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断さ

れる。 

また、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による義務の履行については、Ｂ社は当

該期間において厚生年金保険の適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出

を行っていなかったと認められることから、事業主は、当該期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21298 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該期間の標準

報酬月額に係る記録を 15万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失

日は昭和 56 年３月２日であると認められることから、当該期間の資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、15万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月１日から同年９月21日まで 

             ② 昭和 55年９月21日から56年３月２日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が低い金額になっているの

で正しい記録に訂正してほしい。また、Ａ社及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年

金保険の加入記録が無い。申立期間②も厚生年金保険料が控除されていたので、厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社に

おける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、15 万円と記録されていたところ、同

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和 56 年３月１日の後の同年４月２日

付けで、資格取得日である 55 年４月１日に遡って８万円に減額訂正されており、申

立人と同様に、56 年４月２日付けで、資格取得日に遡って標準報酬月額を減額訂正

された者が、申立人のほかに４人いることが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立期間①及び上記訂正処理日において

申立人が取締役であったことは確認できない。 

さらに、Ａ社の同僚は、「申立人は著作権事務担当だった。」旨回答しているこ

とから、当該標準報酬月額の減額訂正処理に申立人が関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の



 

適用事業所でなくなった後に、申立期間①の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理

的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないこと

から、申立人の当該期間の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

15万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間②について、雇用保険の記録においてＢ社における資格取得日が申立人と

同日の昭和 55年９月 21日であることが確認できる複数の従業員の回答から判断する

と、申立人は、当該期間にＡ社及びＢ社の両社に継続して勤務していたことがうかが

える。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社における厚生年金

保険被保険者の資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和

56 年３月１日の後の同年４月２日の受付で、遡って 55 年９月 21 日と記録されてい

ることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿において、申立人と同様に昭和 56 年４月２日の受付で、

厚生年金保険被保険者の資格喪失日を、遡って 55 年９月 21 日と記録された者が 19

人確認できるほか、同年４月 30日と記録された者が５人、同年５月31日と記録され

た者が 13 人、同年７月 31 日と記録された者が二人、同年 10 月以降と記録された者

が７人確認できる。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった昭和 56 年３月１日及び申立人に係る資格喪失届が受け付けられた同年４

月２日において、同社は法人事業所であったことが確認できることから、同日以降も

厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたことが認められ、社会保険

事務所が当該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人について、昭和

55 年９月 21 日に被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、有効

な記録訂正があったとは認められないことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、

Ｂ社において資格を取得した日である 56年３月２日であると認められる。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、申立人に係る当該処理前の記録から、

15万円とすることが妥当である。 



 

東京厚生年金 事案21307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立期間における標準賞与額に係る記録を、申立期間①

及び②は10万円、申立期間③は３万円、申立期間④及び⑤は10万円、申立期間⑥は３

万円、申立期間⑦及び⑧は 10万円、申立期間⑨は３万円、申立期間⑩は10万円、申立

期間⑪及び⑫は 11万円、申立期間⑬は３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年６月 30日 

             ② 平成 16年12月10日 

             ③ 平成 17年３月 15日 

             ④ 平成 17年６月 30日 

             ⑤ 平成 17年12月 13日 

             ⑥ 平成 18年３月 15日 

             ⑦ 平成 18年６月 30日 

             ⑧ 平成 18年 12月８日 

             ⑨ 平成 19年３月 15日 

             ⑩ 平成 19年７月２日 

             ⑪ 平成 19年12月 10日 

             ⑫ 平成 20年12月 10日 

             ⑬ 平成 21年３月 13日 

Ａ法人における厚生年金保険の被保険者期間のうち、各申立期間の標準賞与額の記

録が無い。同法人は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は年金

の給付に反映されない。賞与支払明細書を提出するので、給付されるよう記録を訂正



 

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出のあった賞与支払明細書により、申立人は、申立期間に同法人から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与支払明細書において確認できる保険料

控除額及び賞与額から、申立期間①及び②は 10 万円、申立期間③は３万円、申立期間

④及び⑤は10万円、申立期間⑥は３万円、申立期間⑦及び⑧は10万円、申立期間⑨は

３万円、申立期間⑩は 10万円、申立期間⑪及び⑫は11万円、申立期間⑬は３万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の申立期間に係る賞与の届出を社会事務所（当時）に提出しておらず、また、当該

賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務

所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案21310 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 19 年 12 月 27 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した

旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、申立人の申立

てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、20 年８月 15 日であっ

たと認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年12月27日から20年８月15日まで 

昭和19年３月からＡ社Ｂ工場で勤務し、同年 12月に同社Ｃ工場への転属を指令さ

れ、Ｃ市にあった同社同工場まで通勤した。20 年８月に応召するまで勤務したのは

確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社Ｃ工場への異動から応召のため入営するまでの間の勤務状況の説明は、

具体性があり、申立人が記憶している事業所の所在地及び業務内容等が、従業員の供述

及び文献の内容とも符合していることから判断すると、申立人は、申立期間にＡ社にお

いて勤務していたことが推認できる。 

また、オンライン記録及び適用事業所検索システムでは、Ａ社Ｃ工場は厚生年金保険

の適用事業所であったことは確認できないが、申立人が申し立てた所在地及び業種が一

致する「Ａ社Ｃ所」の名称に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿が確認で

きる。また、Ａ社の事業を継承したＤ社は、「Ｃ市にあった工場の正式名称は、Ａ社Ｃ

所である。」と回答している。これらのことから、申立人が勤務していた事業所はＡ社

Ｃ所であると認められる。 

さらに、厚生年金保険被保険者台帳及びＡ社Ｂ工場に係る払出簿において、申立人と

同様に、昭和 19年３月 12日に資格を取得し、同年12月25日に「転勤」を理由として

資格を喪失している者が３人確認でき、同社Ｃ所に係る健康保険厚生年金保険事業所別

被保険者名簿においては、上記３人のうち、二人は同年 12 月 27 日に、一人は同年 12



 

月 29 日に、同事業所において資格を取得し、いずれも 20 年８月 31 日に資格を喪失し

ていることが確認できる。 

加えて、Ａ社Ｃ所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿においては、

「事業所新規適用年月日」、「厚生年金保険の記号及び番号」及び「健康保険の整理番

号」の欠落、並びに「生年月日」の漏れがあり、また、被保険者の資格取得日が前後し

ている等の不自然さが認められる。 

このことについて、日本年金機構は、「Ａ社Ｃ所を管轄するＣ社会保険事務所（当

時）は、昭和 20 年＊月＊日の空襲により相当数の記録を焼失していることが確認でき

ることから、当該事業所名簿についても、復元された可能性がある。同社同所の復元名

簿の作成時期、方法については資料が保管されていないため確認できない。」と回答し

ている。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いことの原因とし

ては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記入漏れ、被保険者名簿の焼

失等の可能性が考えられるが、被保険者名簿の大規模な焼失等から半世紀も経た今日に

おいて、保険者も被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業

主にその原因がいずれにあるのかの特定を行わせることは不可能を強いるものであり、

同人らに、これによる不利益を負担させるのは相当でないと考えられる。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間中に継続勤務した事実が推認できる

こと、申立てに係る厚生年金保険の記録は、事業主がその届出を行った後に焼失した可

能性が相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段の事情は見当たらないこと

等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立人が、申立人と同日に転勤した従業

員の資格取得日と同日の昭和 19 年 12 月 27 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し

た旨の届出を社会保険事務所に対し行ったと認めるのが相当であり、かつ、申立人の申

立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、部隊に 20 年８月 15

日に入営したとする申立人の供述から、同年８月 15 日とすることが妥当であると判断

する。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失時

の社会保険事務所の記録から、40円とすることが妥当である。 

 



 

東京厚生年金 事案21311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 28 万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年７月14日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社に勤務している期

間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い。同社は事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与に係る「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、

申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」にお

いて確認できる保険料控除額及び賞与額から、28 万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所

（当時）に提出しておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



 

東京厚生年金 事案21312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間①におけ

る標準賞与額に係る記録を 34万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立人の申立期間②における標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 40 万

1,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 40 万円とされているが、

申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間②に

おける標準賞与額に係る記録を 40万1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月14日 

② 平成 18年12月15日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社に勤務している期

間のうち、申立期間①に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い上、申立期間②

の厚生年金保険の標準賞与額が、賞与額に見合う標準賞与額と相違している。申立期

間①及び②について、同社は事後訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付で

きず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正

してほしい。 

 



 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、Ａ社から提出のあった賞与に係

る「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、34 万 3,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）

に対し提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

２ 申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、事後訂正の結果 40 万 1,000 円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することか

ら、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 40 万円とされているが、上記

「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、40 万 1,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し誤

って提出し、また、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付

であったことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 34 万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年７月14日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社に勤務している期

間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い。同社は事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与に係る「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、

申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」にお

いて確認できる保険料控除額及び賞与額から、34 万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所

（当時）に提出しておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



 

東京厚生年金 事案21314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間①におけ

る標準賞与額に係る記録を 31万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立人の申立期間②における標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 24 万

5,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 24 万円とされているが、

申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間②に

おける標準賞与額に係る記録を 24万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月14日 

② 平成 18年12月15日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社に勤務している期

間のうち、申立期間①に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い上、申立期間②

の厚生年金保険の標準賞与額が、賞与額に見合う標準賞与額と相違している。申立期

間①及び②について、同社は事後訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付で

きず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正

してほしい。 

 



 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、Ａ社から提出のあった賞与に係

る「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、31 万 8,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）

に対し提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

２ 申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、事後訂正の結果 24 万 5,000 円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することか

ら、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 24 万円とされているが、上記

「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、24 万 5,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し誤

って提出し、また、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付

であったことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21315 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間①におけ

る標準賞与額に係る記録を 34万9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立人の申立期間②における標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 24 万

5,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 24 万円とされているが、

申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間②に

おける標準賞与額に係る記録を 24万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月14日 

② 平成18年12月15日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社に勤務している期

間のうち、申立期間①に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い上、申立期間②

の厚生年金保険の標準賞与額が、賞与額に見合う標準賞与額と相違している。申立期

間①及び②について、同社は事後訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付で

きず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正

してほしい。 

 



 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、Ａ社から提出のあった賞与に係

る「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、34 万 9,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）

に対し提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

２ 申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、事後訂正の結果 24 万 5,000 円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することか

ら、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 24 万円とされているが、上記

「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、24 万 5,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し誤

って提出し、また、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付

であったことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21316 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間①における標準賞与額に係る記録を 31 万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

また、申立人の申立期間②における標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 36 万 7,000

円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年

金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 36 万円とされているが、申立人は、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間②における標準賞与額に係る記録を

36万7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月14日 

② 平成18年12月15日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社に勤務している

期間のうち、申立期間①に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い上、申立期間

②の厚生年金保険の標準賞与額が、賞与額に見合う標準賞与額と相違している。申立

期間①及び②について、同社は事後訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付

できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂

正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、Ａ社から提出のあった賞与に係

る「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、31 万 4,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）

に対し提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

２ 申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、事後訂正の結果 36 万 7,000 円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することか

ら、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 36 万円とされているが、上記

「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」に

おいて確認できる保険料控除額及び賞与額から、36 万 7,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対し誤

って提出し、また、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付

であったことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案21317 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を３万

3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年７月14日 

申立期間の賞与から、厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社に勤務している期

間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い。同社は事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に

反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与に係る「部課別給与支給・控除一覧表」により、申立人は、

申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記「部課別給与支給・控除一覧表」にお

いて確認できる保険料控除額及び賞与額から、３万3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所

（当時）に提出しておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないこ

とを認めていることから、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 



 

東京厚生年金 事案21320 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

当該脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： ① 昭和 35年３月１日から37年４月１日まで 

                 ② 昭和 39年８月１日から41年11月１日まで 

65 歳の頃、社会保険事務所（当時）で年金の裁定請求をした際、申立期間につい

て、脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。申立期間②に勤務したＡ社

（現在は、Ｂ社）を退職した後、脱退手当金を請求した記憶も、受け取った記憶も無

いので、受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女

性被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和41年11月１

日の前後各 10 年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす二人について、脱

退手当金の支給状況を調査したところ、申立人以外には支給記録が無いことから、事業

主が申立人の委任を受けて脱退手当金の代理請求をしたとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるが、申立人については、申立期間①と②の間にある２

社に係る厚生年金保険被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求

となっているが、申立人が請求したとすれば、これを失念するとは考え難い上、未請求

となっている２社に係る被保険者期間と申立期間である２社に係る被保険者期間の厚生

年金保険被保険者記号番号は同一記号番号で管理されているにもかかわらず、支給され

ていない期間として存在することは事務処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案12273 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年 12 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和29年生 

住    所 ：  

                           

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和49年12月から51年３月まで 

私は、20 歳になってすぐに国民年金の加入手続を行い、加入後は夫と私の夫婦二

人分の国民年金保険料を一緒に納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、婚姻直後の 20 歳到達時に国民年金の加入手続を行い、

現在所持する年金手帳を受け取ったと説明しているが、当該手帳に記載されている国民

年金手帳の記号番号は 20歳到達時から２年以上経過した昭和52年３月に払い出されて

いることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認でき、この払出時点では、申立期間のう

ち、49 年 12 月の保険料は時効により納付することはできず、申立期間の大部分となる

50 年１月から 52 年３月までの期間の保険料は過年度保険料となるが、申立人は申立期

間の保険料を遡って納付した記憶は曖昧である。 

また、申立人が国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする申立人の夫

は、婚姻直後の昭和 49 年７月に手帳記号番号が払い出され、この払出時点で現年度保

険料として納付することが可能な期間の保険料は納付されているものの、過年度保険料

となる47年４月から 49年３月までの期間の保険料は未納となっていること、申立人は

現在所持する年金手帳のほかに別の手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申

立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は

見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12274 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 11 月から 59 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

             

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年11月から59年３月まで 

私の母は、私が 20 歳の時に国民年金の加入手続を行い、結婚するまでの期間の国

民年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に関与しておらず、

申立人の加入手続及び保険料の納付をしていたとする母親から当時の納付状況等を聴取すること

が困難であり、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和61年４月頃に払い出されており、

この加入手続時期の 61 年４月 23 日に付加年金の申出を行ったことが申立人が所持する年金手帳

及びオンライン記録で確認でき、同年４月分から付加保険料を含め保険料を納付し、当該加入手

続時期に過年度納付することが可能であった申立期間直後の59年４月分まで遡って保険料を納付

しているが、上記払出時点では申立期間の大半となる57年11月から58年12月までの期間の保

険料は時効により納付することができない期間である。 

さらに、申立人は上記手帳記号番号が記載された年金手帳１冊のみを所持し、ほかに手帳を所

持していたことはないと説明しており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申立人が申

立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



                      

  

東京国民年金 事案12275 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年７月から 55 年３月までの期間、56 年４月、同年５月、60 年２月

及び 63 年８月から平成６年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和33年生 

住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54年７月から55年３月まで 

             ② 昭和 56年４月及び同年５月 

             ③ 昭和60年２月 

             ④ 昭和 63年８月から平成６年３月まで            

    私の父は、私が昭和 54 年７月に厚生年金保険適用事業所を退職した後に国民年金

の加入手続を行ってくれた。加入後は私が国民年金保険料を納付してきた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立期間①については、申立人は、当該期間の保険料を毎月納付

していたが保険料額は憶
おぼ

えていないと説明しており、当該期間当時の保険料の納付頻

度に関する記憶も曖昧である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は当該期間後の

昭和 55 年６月に払い出されており、この払出時点では当該期間の保険料は過年度保険

料となるが、申立人は当該期間の保険料を遡って納付したとは説明していないなど、申

立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②、③及び④については、平成６年９月７日に申立期間②当初の昭和 56 年

４月１日の国民年金被保険者資格喪失日は同年６月１日へと記録が訂正され、また、申

立期間③当初の 60 年２月 17 日の被保険者資格取得、60 年３月１日の同資格喪失及び

申立期間④当初の 63 年８月１日の同資格取得の記録はいずれも上記記録訂正日と同日

に追加されていることがオンライン記録で確認でき、これらの期間は当該記録整備前ま

では国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することはできない期間であ

ったこと、当該記録整備時点ではこれらの期間のうち 63 年８月から４年７月までの期



                      

  

間の保険料は時効により納付することはできない期間であること、その後の４年８月か

ら６年３月までの期間の保険料は過年度保険料となるが、申立人は保険料を遡って納付

したとは説明していないことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12276 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から37年３月まで 

 私の父は、私の国民年金の加入手続をし、申立期間の国民年金保険料を納付してく

れていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、加入手続及び保険料の納付をしていたとする父親から当時の納付状況等を聴取

することができないため、当時の状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 37 年８月に、申立人と

同じく父親が加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の妻、３人の弟及び義

妹の５人と連番で払い出されており、当該払出時点で申立期間の保険料は過年度保険料

となるが、申立人及び上記５人は、当該払出時点で現年度保険料として納付することが

可能な 37 年４月からの保険料を納付していることが確認できるものの、いずれも過年

度保険料となる申立期間の保険料は未納となっているなど、申立人の父親が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12277                  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年 12 月から 60 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年12月から60年３月まで 

私は、20 歳になった時に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

いる。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、20 歳になった時に国民年金の加入手続を行ったと説

明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 62 年６月から同

年７月頃までに払い出されており、この払出時点では、申立期間は時効により保険料を

納付することができない期間である。 

また、申立人は、年金手帳の被保険者資格取得日が昭和 56 年＊月＊日と記載されて

いることをもって、同日に国民年金に加入し、保険料を納付したはずであると説明して

いるが、当該事項は国民年金の被保険者資格を取得した日であり､実際に国民年金の加

入手続及び保険料を納付した時点を示すものではない。 

さらに、申立人は、平成 20 年５月１日に再交付された上記手帳記号番号が記載され

た年金手帳を１冊所持し、当該手帳のほかにオレンジ色の手帳を１冊所持していたと説

明しており、上記手帳記号番号払出後の昭和 62 年 11 月 14 日に作成された年度別納付

状況リストには上記手帳記号番号が記載されていることが確認できることから、上記オ

レンジ色の手帳には上記手帳記号番号が記載されていたものと推察でき、申立期間当時

に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

いなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12278（事案9931の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年９月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年９月から50年12月まで 

    私は、会社を退職した昭和 48年10月頃、区役所で国民年金に加入し、郵送で送ら

れてきた納付書により区役所で国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。今回、加入手続後、カーキ色の国民年金手帳

が送られてきたことを明確に思い出したので、再度申立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、会社を退職した旨

を申し出て国民年金に加入したと説明するが、申立人の所持する年金手帳には 20 歳到

達日の資格取得年月日のみが記載されており、会社退職に係る資格取得年月日の記載は

無く、また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 51 年９月に払い出されている

ことが確認でき、当該払出時点では、申立期間のうち 48年９月から49年６月までの期

間は、時効により保険料を納付することができない期間であり、申立人は保険料を遡っ

て納付した記憶が無いと説明しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらないほか、申立人が居住する区及び所轄社会保

険事務所（当時）において、申立期間当時、申立人に対して手帳記号番号が払い出され

た記録は無く、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らないとして、既に当委員会の決定に基づき平成 23年２月16日付けで年金記録の訂正

は必要でないとする通知が行われている。  

これに対し、申立人は、加入手続後にカーキ色の国民年金手帳が送られてきたことを

新たに思い出したと説明しているが、２つの手帳記号番号が重複して払い出された場合、

それぞれの手帳記号番号で保険料の納付書が発行されると考えられるところ、申立人は、

保険料の納付書が重複して送付された記憶は無いと説明しており、口頭意見陳述におけ



                      

  

る申立人の説明からも手帳記号番号が重複して払い出されていた事情をうかがうことは

できず、当委員会において、昭和 47 年 11 月から 51 年８月までの期間について、申立

人の居住する区を管轄する年金事務所保管の国民年金手帳記号番号払出簿の目視確認を

行ったが、申立人の氏名は記載されておらず、その他に委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12279 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年８月から 47 年 10 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年８月から47年10月まで 

私の母は、私が 20 歳になった頃、区役所で私の国民年金の加入手続を行い、私か

母が、私が結婚するまで国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続に関与しておらず、

申立人の国民年金の加入手続を行ったとする母親は、加入手続の時期に関する記憶が曖

昧であり、申立人及びその母親は、保険料の納付場所、納付頻度、印紙検認方式による

納付方法、納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 52 年４月頃に払い出されており、

当該払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であるほ

か、申立期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらないなど、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12280 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年１月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年１月から53年12月まで 

    私の夫は、結婚した昭和 56 年４月に区役所で私の国民年金の加入手続をしてくれ、

その際 20 歳まで遡って国民年金保険料を納付できると聞き、後日送付された納付書

により約８年分の保険料を遡って納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 56 年４月頃に払い

出されており、申立人は、当該払出時点で過年度納付することが可能であった 54 年１

月分まで遡って保険料を納付していることがオンライン記録で確認できるが、当該払出

時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であるほか、申立

人は、上記手帳記号番号が記載されている年金手帳以外に年金手帳を所持した記憶は無

いと説明していることから、申立期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらないなど、申立人の夫が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12281 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年４月から同年12月まで 

私の母は、私が 20 歳の頃、私の国民年金の加入手続を行い、口座振替で国民年金

保険料を納付してくれていた。私は、平成 12 年４月に就職したが、就職先が厚生年

金保険未適用事業所であったため、国民年金の加入を継続し、母がそのまま口座振替

で保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料を口座振替で納付していたと

説明しているが、申立人は、申立期間始期の平成 12 年４月に実家が所在する町（現在

は、市）から転出していることが戸籍の附票で確認でき、申立期間当時、口座振替の対

象となる現年度保険料は市区町村ごとに収納していたことから、当該転出により保険料

の口座振替が停止されたものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間終期の平成 12 年 12 月 13 日に保険料の口座振替の依頼を

していることが国民年金収納金預金口座振替（自動払込）新規依頼書で確認でき、当該

時点まで申立期間の保険料は口座振替の対象外であったと考えられる。 

さらに、申立人の母親は、申立期間の保険料を納付書で納付した記憶は無く、申立期

間当時申立人から保険料の納付について相談を受けた憶
おぼ

えもないと説明しているなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12282 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から 51 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

              

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年10月から51年９月まで 

私は、昭和 48年10月頃に厚生年金保険未適用事業所に就職したため、区出張所で

国民年金の加入手続を行い、１か月分又は２か月分の国民年金保険料を遡って納付し、

その後は会社が給与から保険料を控除し保険料を納付していた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は遡って保険料を納付した後は当時勤務していた会社が給

与から保険料を控除し保険料を納付していたと説明しているが、当該会社の事務担当者

から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 54 年４月頃に払い出さ

れており、申立期間に係る国民年金被保険者資格取得及び同喪失記録が平成７年９月５

日に記録追加されたことにより申立期間は未加入期間から被保険者期間に整備されてい

ることがオンライン記録で確認でき、申立期間は申立期間当時には未加入期間であった

ため、制度上、保険料を納付することができない期間であったほか、当該記録追加時点

では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、申立期間当時

に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当

たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12283 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58年10月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年10月 

私は、昭和 58 年９月に会社を退職した後、国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を未納の無いように納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 59 年２月頃に

払い出されており、申立人の所持する年金手帳には初めて被保険者となった日が 58 年

11 月１日と記載され、オンライン記録では平成９年４月 10 日に国民年金被保険者資格

取得日が昭和 58 年 11 月１日から同年 10 月１日に記録訂正されたことにより申立期間

は未加入期間から被保険者期間になっていることが確認でき、申立期間は申立期間当時

は国民年金の未加入期間であったため、制度上、保険料を納付することができない期間

であったほか、当該記録訂正時点では申立期間は時効により保険料を納付することがで

きない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12284 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年４月から３年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年４月から３年３月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、母は、私が平成４年４月に厚生年金保

険適用事業所に就職するまで国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付

に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする父親は加入手続の時期

に関する記憶が曖昧であり、申立人の保険料の納付を行ったとする母親は保険料の納付

時期、納付期間及び納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成３年 11 月頃に払い出さ

れており、申立人が所持する年金手帳には申立期間当初の２年４月１日に国民年金被保

険者資格を喪失し、申立期間直後の３年４月１日に同資格を取得したことが記載されて

おり、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができ

ない期間であるほか、申立期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらないなど、申立人の母親が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12285 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年４月から61年３月まで 

    私は、昭和 42年１月に国民年金に任意加入してから61年４月に第３号被保険者と

なるまで国民年金保険料を納付し続けた。任意加入をやめる理由は無く、資格喪失

手続を行った記憶も無い。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の所持する年金手帳の国民年金の記録欄には申立期間当初

の昭和59年４月 18日に国民年金被保険者資格を喪失した旨が記載され、申立人が居住

する区の印が押されていることから、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を

納付することができない期間であるほか、当該区が作成した国民年金索引票には上記被

保険者資格の喪失に係る処理が昭和 59 年度中に行われている旨の記載があることから、

申立期間のうち少なくとも 60 年度の保険料の納付書は作成されていなかったと考えら

れるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12286 

                                 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年 10 月から 62 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年10月から62年９月まで 

    私の母は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続を行い、私が平成２年に就

職するまで国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする母親は、申立期

間の保険料の納付額及び納付頻度に関する記憶が曖昧である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成元年 11 月頃に払い出さ

れており、この払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期

間であるほか、申立人は厚生年金保険の記号番号及び上記手帳記号番号が記載された年

金手帳を１冊所持しているが、申立人及びその母親は当該年金手帳以外に年金手帳を所

持していた記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申立人に対して別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないなど、申立人の母親が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12290                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年８月から同年 10 月までの期間及び 61 年４月から同年７月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年８月から同年10月まで 

             ② 昭和 61年４月から同年７月まで 

私は、昭和 61 年７月に区役所で国民年金の加入手続を行い、60 年８月以降の国民

年金保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人は、現在所持する年金手帳を区役所に持参し、国民年金の加入手続を行

い保険料を納付していたと説明しているが、当該手帳には国民年金手帳の記号番号は記

載されておらず、申立期間は国民年金の未加入期間であることがオンライン記録で確認

できることから、保険料を納付することができない期間であるほか、申立人は当該加入

手続時に年金手帳を受領した記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申立人に手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12291 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年４月から９年７月までの期間及び９年９月から 10 年４月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年４月から９年７月まで 

                          ② 平成９年９月から10年４月まで        

 私は、平成７年に実家に戻った際に国民年金に加入し、２年分の国民年金保険料を

遡って納付した。その後は事業の関係で集金に来ていた金融機関の担当者に定期的に

保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入後に定期的に納付していたとする保険料

額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の基礎年金番号は平成９年９月に付番されており、当該付番前に申立人

に国民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録は無く、申立人は７年当時に２年分

の保険料を遡って納付し、その後は遡って納付していないと説明しているが、申立期間

②直後の 10 年５月から 12 年３月までの期間の保険料は 12 年６月に過年度納付されて

いることがオンライン記録で確認でき、この納付時点では申立期間はいずれも時効によ

り保険料を納付することができない期間であるほか、申立人に別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12292 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年１月から 58 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年１月から58年12月まで 

    私は、昭和 59 年１月頃に国民年金の加入手続を行い、25 年間の年金受給資格期間

を満たすため２年間遡って国民年金保険料を納付したはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は遡って一括で納付したとする保険料額に関する記憶が曖

昧である。 

また、申立人は昭和 59 年１月頃に夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人

分の保険料を２年間遡って納付したと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番

号は申立期間後の 61 年２月６日に夫婦連番で払い出されており、この払出時点で過年

度納付することが可能な申立期間直後の 59 年１月から２年間の保険料が遡って納付さ

れていることがオンライン記録で推認できる一方、当該払出時点では申立期間は時効に

より保険料を納付することはできない期間であるほか、申立人は現在所持している年金

手帳以外に別の手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申立人

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12293 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年７月 

    私は、平成６年７月に厚生年金保険適用事業所を辞めてすぐに国民年金の加入手続

を行った。その後の国民年金保険料は未納のないよう納付し続けていた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料額及び納付場所に関する記憶が曖昧で

ある。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成８年９月頃に払い出されており、この

払出時点で過年度納付することが可能な申立期間直後の６年８月から８年３月までの保

険料は８年９月及び同年 10 月に過年度納付されていることがオンライン記録で確認で

きる一方、当該払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期

間である。 

さらに、申立人は平成６年７月に厚生年金保険適用事業所を辞めてすぐに国民年金の

加入手続を行ったと説明しているが、申立人が所持する年金手帳の住所欄には申立期間

後の７年３月に転居した居住地のみが記載され、元年４月に転居した際の居住地は記載

されていないほか、申立期間当時に申立人に手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12294 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年１月から 54年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：   

               

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年１月から54年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付したことを記憶している。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付時期、

納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 54 年６月頃に払い出さ

れており、この払出時期は第３回特例納付の実施期間内であることから申立期間のうち

48年１月から 52年３月までの保険料は特例納付することが可能であり、52年４月から

54 年３月までの保険料は過年度納付することが可能であったが、申立人は特例納付及

び過年度納付を行った記憶が無いと説明しているほか、申立人は現在所持している年金

手帳以外の手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申立人に別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12296                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年８月から 50 年 10 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年８月から50年10月まで 

私は、昭和 42 年８月に、友人に誘われて一緒に国民年金に加入し、付加保険料を

含む国民年金保険料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納と

されていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確

定申告書等)が無く、申立人は、保険料の納付方法、納付金額等に関する記憶が曖昧で

ある。 

また、申立人は昭和 42 年８月に友人と一緒に国民年金の加入手続を行い、付加保険

料を含む保険料を納付してきたと説明しており、当該友人の国民年金手帳の記号番号は

同年８月に払い出されていることが確認できるが、申立人の手帳記号番号は申立期間直

後の50年11月頃に任意加入したことにより払い出されていること、申立期間当初は付

加保険料制度が無かったこと、申立期間は上記の任意加入前の未加入期間であり、制度

上、保険料を納付することができない期間であること、申立期間当時に申立人に別の手

帳記号番号が払い出された記録は無く、払い出されたことをうかがわせる事情も見当た

らないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の希望により実施した口頭意見陳述においても、申立期間の保険料を

納付していたことを示す又はうかがわせる新たな資料の提出や具体的な説明は無く、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12297 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和55年４月から61年３月までの期間及び61年５月から63年６月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

                                             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から61年３月まで 

             ② 昭和 61年５月から63年６月まで 

    私は、昭和 53年12月に厚生年金保険適用事業所を退職した後、すぐに市役所で国

民年金の加入手続を行い、申請免除期間を除き国民年金保険料を郵便局又は金融機関

から毎月納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料を郵便局等で毎月納付していたと説

明しているが、申立人が昭和54年４月から59年４月まで居住していた区では、当該期間

当時の保険料の収納単位は３か月であり、また、61年１月から居住していた市の当時の

申立人の国民年金被保険者名簿には「昭和61年９月申出自主納付」との記載があること

から、申立人に対しては同年８月までは集金人が保険徴収を行っていたと考えられるが、

申立人は集金人による保険料納付の記憶が無いなど、申立期間当時の保険料の納付頻度

や保険料額などの納付状況に関する記憶は曖昧である。 

さらに、申立人の夫の国民年金手帳の記号番号は昭和60年２月に払い出され、申立人

と同様61年４月分の保険料を納付後の申立期間②の保険料は未納であることなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和45年４月から49年11月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

                                             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月から49年11月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする父親から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成２年５月頃に払い出されており、当該

払出時点で申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、申

立人は昭和49年12月に厚生年金保険に加入した際に発行された年金手帳１冊を所持して

いるが、父親から年金手帳を受け取った記憶が無いと説明しており、申立期間当時に申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないこ

となど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60年９月から 63年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年９月から63年９月まで 

私は、昭和 52 年 12 月に厚生年金保険適用事業所を退職した時に、国民年金の加

入手続を行い、60歳到達後も継続して 63年９月まで付加保険料を含む国民年金保険

料を納付していた。申立期間が国民年金に未加入で、付加保険料を含む保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、60 歳になった後に国民年金の任意加入手続をした記

憶が無いと説明しているほか、申立期間の保険料の納付方法及び保険料額の記憶も曖昧

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 52年 12月に払い出されており、申

立人が現在所持する年金手帳にも、被保険者となった日は「52 年 12 月８日」と記載さ

れているが、申立人は、当該手帳に申立期間に係る被保険者資格の取得を示す記載は無

いと説明していること、申立人は、当該手帳以外に別の手帳を受領、所持していた記憶

は無いと説明しているなど、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらないこと、申立人は 60歳到達後も継続して 63年９月まで付

加保険料を含む保険料を納付していたと説明しているが、61 年４月までは国民年金の

60 歳以後の任意加入制度は導入されておらず、申立期間は未加入期間のため、制度上、

保険料を納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年 10 月から 63 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年10月から63年３月まで 

    私は、平成２年６月に婚姻届を区役所の窓口に提出した際に、職員から未納の国

民年金保険料があると言われたので、未納の保険料を全て納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確

定申告書等)が無く、申立人はまとめて納付したとする申立期間の保険料の納付額等に

関する記憶は曖昧である。 

また、申立人は平成２年６月に婚姻届を区役所の窓口に提出した際に、未納となって

いる保険料を納付するように言われ、申立期間の保険料を納付したと説明しているが、

当該時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、

申立人の国民年金手帳の記号番号は同年４月に払い出されており、当該払出時点でも申

立期間の大部分は時効により保険料を納付することができないこと、申立期間当時に申

立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12308 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年４月から８年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月から８年３月まで 

 私は、国民年金の加入手続後、国民年金保険料を納付していなかった時期があった

が、後から保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、当時居住していた市役所へ 10 回程度は出向き申立期

間の保険料を遡って納付したと説明しているが、具体的に納付したことを記憶している

平成５年頃については、３年 10月から４年３月までの保険料が５年11月に納付されて

いることがオンライン記録で確認できるものの、それ以外の納付時期及び納付した際に

窓口で２か月分の保険料は時効により納付できないと説明されたとする時期に関する記

憶が曖昧であるほか、１回の納付額は５万円から 10 万円くらいと説明しており、納付

額及び納付期間に関する記憶も定かでない。 

   また、申立人が共済組合加入後の平成８年６月に過年度納付書が作成されており、こ

の作成時点では少なくとも申立期間の一部は国民年金の未納期間と記録されていたこと

がオンライン記録で確認できるほか、申立人は当該納付書作成当時に保険料を納付した

ことはないと説明しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から同年 12月までの期間及び 39年 10月から 43年８月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から同年12月まで 

             ② 昭和 39年10月から43年８月まで 

    私は、具体的にはいつどのように国民年金保険料を納付していたかは忘れたが、納

付すべき期間の保険料は納付していたと思う。申立期間が国民年金に未加入で保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の所持する国民年金手帳の資格欄には、申立期間①及び②

は強制加入被保険者期間と記載されており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出

された昭和46年12月頃は第１回特例納付実施期間であり申立期間の保険料を納付する

ことは可能であったものの、申立人は遡って保険料を納付したかを含め、保険料の納付

方法、納付場所及び納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人は、申立期間当時に居住していた区における保険料の納付方法である国

民年金手帳の印紙検認方式により保険料を納付した記憶及び昭和46年12月に発行され

た国民年金手帳より前に別の年金手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申立

期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12310 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年７月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年７月から61年３月まで 

 私は、国民年金保険料を市役所や金融機関の窓口で納付していた。申立期間が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料の納付額に関する記憶が曖昧であるほ

か、申立期間は、申立人の夫が厚生年金保険被保険者資格を取得したことにより、国民

年金の強制加入期間から任意加入適用期間に変更された期間であるが、申立人は申立期

間当時に国民年金の任意加入手続をした記憶が定かでない。 

また、申立人が所持する年金手帳では、国民年金の被保険者資格が申立期間当初の昭

和 60 年７月１日に喪失、61 年４月１日に取得されていることが確認でき、申立期間は

国民年金に未加入であり保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62年４月から平成元年２月までの期間及び平成元年５月から同年10月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年４月から平成元年２月まで 

             ② 平成元年５月から同年10月まで 

    私は大学を卒業してしばらくたった後に、国民年金の加入手続を市役所で行い、国

民年金保険料を遡って納付した。その後の保険料も自身で納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料を遡って納付したとする時期及び納付金額に関

する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成４年３月時点では、申立

期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、申立人は、現在所

持している年金手帳以外に年金手帳を所持していた記憶が無いと説明しており、申立期

間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年１月及び同年２月 

    私の国民年金保険料は、昭和 43 年２月頃に当時住み込みで勤務していた事業所の

事業主が区の集金人を通じて納付してくれた。事業主に立て替えてもらった保険料額

には 50 円の端数があったことを憶
おぼ

えている。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の勤務先の事業主が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間当時保険料の納付に関与して

おらず、保険料を納付していたとする事業主から当時の納付状況等を聴取することが困

難であるため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立期間の保険料額には 50 円の端数があったことを憶
おぼ

えており、

保険料を納付したとする事業主から領収証書を渡されたと説明しているが、申立期間当

時の保険料月額は 200円で、申立期間の２か月分の保険料額は400円であること、申立

期間当時に申立人が居住していた区における現年度保険料の納付方法は印紙検認方式で

あり、過年度保険料を除き領収証書は交付されない。 

さらに、申立人は、申立期間当時に国民年金の加入手続を行った記憶及び国民年金手

帳の交付を受けた記憶は無く、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の勤務先の事業主が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12313 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年４月から同年９月まで 

    私の母は、私が会社を退職後、厚生年金保険から国民年金への切替手続をしてくれ、

国民年金保険料を２年遡って納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の切替手続及び保険料の納付に関与して

おらず、国民年金の切替手続及び保険料の納付をしたとする母親は、切替手続の時期及

び保険料の納付時期に関する記憶は曖昧である。 

また、平成 10 年４月１日を事象発生年月日とされる未加入期間国年適用勧奨の対象

者一覧が12年９月 21日に作成されていることがオンライン記録で確認でき、当該一覧

作成時点では、10 年４月の厚生年金保険から国民年金への切替手続を行っていなかっ

たと考えられること、12 年 11 月６日に過年度納付書が作成されていること、及び申立

期間直後の保険料が同年同月 29 日に納付されていることがオンライン記録で確認でき、

当該納付時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である

ことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12314 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58年５月から 62年３月までの期間及び平成６年４月から７年２月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年５月から62年３月まで 

             ② 平成６年４月から７年２月まで 

    私の母は、私が最初に勤めた厚生年金保険適用事業所を退職した昭和 58 年５月頃、

市役所で私の国民年金の加入手続を行った。以後、共済組合又は厚生年金保険から国

民年金への切替手続も母が行い、申立期間①の国民年金保険料は父の分と一緒に郵便

局か金融機関で、申立期間②の保険料は郵便局で納付してくれていた。申立期間①の

保険料が未納とされ、申立期間②が国民年金に未加入で保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続、再加入手続及び

申立期間の保険料の納付に関与しておらず、申立人の加入手続、再加入手続及び保険料

の納付を行ったとする母親から当時の状況等を聴取することができないため当時の状況

が不明である。 

また、申立期間①については、申立人は、母親が昭和 58 年５月頃に、申立人の国民

年金の加入手続を行ったと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、当

該期間後の平成元年４月頃に払い出されており、この払出時点では、当該期間の大部

分は時効により保険料を納付できない期間であるほか、当該期間直後の昭和 62 年４月

からの保険料が平成元年６月１日に過年度納付されていることがオンライン記録で確

認でき、当該納付時点では当該期間は時効により保険料を納付することができない期

間である。 

さらに、申立人は、厚生年金保険と国民年金の記号番号が記載された年金手帳を１

冊所持しており、母親から別の年金手帳を渡された憶
おぼ

えはなく、市外に転居したこと



                      

  

はないと説明おり、申立人に対し申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情は見当たらないこと、申立期間に②については、上記年金手帳

に当該期間に係る被保険者資格取得を示す記載は無く、国民年金に未加入の期間であ

り、制度上、保険料を納付することはできないことなど、申立人の母親が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12315 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41年５月から 45年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年５月から45年３月まで 

     私の母は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続をし、私が３年制の短大を

卒業する昭和 45 年３月までの国民年金保険料を納付しておくと言っていた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、加入手続及び保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取するこ

とができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 51 年５月頃に払い出されており、当

該払出時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であるこ

と、申立人は申立期間当時、母親から年金手帳を見せてもらったことはないと説明して

おり、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



 

東京厚生年金 事案21246 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 大正12年生   

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年９月から21年８月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、内勤事

務員として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた知人の紹介により同社に事務員として勤務していたと

申し立てているところ、同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、知

人の氏名が確認できることから、勤務期間は特定できないものの申立人が同社に勤務し

ていたことはうかがえる。 

しかし、申立人の知人は既に死亡しており、Ａ社も解散している上、同社の清算人は、

従業員の在職記録及び賃金台帳等は保管されていないと回答していることから、申立人

の雇用形態及び厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

また、申立期間にＡ社に勤務していた従業員 22 名に照会を行ったが、回答のあった

８名からは申立人に関する情報を得ることはできない。 

さらに、申立人が記憶している同僚について、上記被保険者名簿及びオンライン記録

から氏名を確認することができず、照会することができない。 

なお、申立人は申立期間のうち、昭和 20年 12月 21日から 21年１月 16日までの期

間、他社において厚生年金保険の加入記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、Ａ社において申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年11月５日から37年９月13日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、申立期間に係る脱退手当金の支給記録が有ることを知った。 

しかし、退職時にはＡ社から脱退手当金の説明は無かった上、自分で脱退手当金の

請求手続をして受給したのであれば、記憶しているはずであるが、脱退手当金の請求

手続をしていないし、受給した記憶も無いので、その支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人が記載されてい

るページとその前後の各５ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険

者資格喪失日である昭和37年９月13日の前後の各２年以内に資格喪失した者であって、脱退

手当金の受給資格を有する 17 名について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、申立人

を含む10名に支給記録が確認でき、10名共に資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされ

ている上、その支給記録がある者のうち同一日に支給決定されている者が２組４名いることな

どを踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求をしていたと考えられ、申立人の脱退手当金

の請求についても、同社が代理請求をした可能性が高い。 

また、上記Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されてい

ることを意味する「脱」の表示が記されている上、当該脱退手当金については、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和37年11月２日に支給決定

されているなど、その支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほかに

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年３月14日から32年２月12日まで 

年金の記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があること

を知った。 

しかし、脱退手当金を受給していないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている

女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和32年２月12日の前

後の各３年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する 21 名につ

いて、脱退手当金の支給記録を確認したところ、16 名に支給記録が確認でき、そのう

ち 15 名については厚生年金保険被保険者資格喪失日から３か月以内に支給決定がなさ

れている上、そのうちの連絡の取れた受給者３名は、「会社が脱退手当金の請求手続を

してくれた。」と供述していることを踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求が行

われており、申立人の脱退手当金についても、同社が代理請求をした可能性が高いもの

と考えられる。 

また、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険給付記録欄に

は、申立期間に係る脱退手当金の支給記録が記載されている上、当該脱退手当金につい

ては、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和

32 年３月 24 日に支給決定されているなど、その支給に係る事務処理に不自然さはうか

がえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年５月１日から平成２年１月18日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 59 年５月１日に入社し、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元従業員の供述により、申立人が申立期間にＡ社に勤

務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る従業員台帳の入社年月日欄に「平成

２年１月18日」と記載され、また、「S59.５.１」と附記されていることが確認できる。 

このことについて、Ａ社の事業主は、上記従業員台帳以外に当時の書類を保管してお

らず、当時の社会保険事務を知る者もいないが、昭和 59 年５月１日からの申立期間は

非正社員としての雇用であって、正社員としての雇用は平成２年１月 18 日からであり、

正社員となる前の申立期間においては、申立人は厚生年金保険に加入しておらず、保険

料も控除されていないと思うと回答している。 

また、申立期間当時にＡ社の社会保険事務を担当していた社会保険労務士事務所から

提出された同社の被保険者台帳によると、申立人の厚生年金保険の被保険者資格取得日

は、オンライン記録と一致していることが確認できるほか、当該社会保険労務士は、申

立期間において申立人は厚生年金保険の被保険者とならない働き方であったと思われる

と供述している。 

さらに、申立人は、給与明細書を保有しておらず、申立期間の厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年11月１日から40年４月まで 

Ａ法人（適用事業所名は、Ｂ法人）（以下「Ｂ法人」という。）に勤務した申立期

間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に看護師として勤務したので、厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間当時、Ｂ法人に勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、現在のＡ法人（適用事業所名は同左）は、当時の資料が無く、申立人

の勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除については不明である

旨回答しており、当時の社会保険事務担当者は既に死亡していることから、申立期間の

厚生年金保険料の控除について確認ができない。 

また、申立人は、Ｂ法人において外科の看護師として勤務していたと供述しているが、

同病院の申立期間当時の外科医長及び元従業員 15 人に照会したところ、回答のあった

外科医長を含む７人全員が申立人を記憶していない。 

さらに、Ａ法人の元従業員の一人は、昭和 39年頃から40年頃に看護師として勤務し

たとしているが、Ｂ法人及びＡ法人に係る事業所別被保険者名簿によると、Ｂ法人にお

ける厚生年金保険の加入記録は無く、Ａ法人が厚生年金保険の適用事業所となった 40

年７月１日に同法人において被保険者資格を取得していることが確認できる。 

加えて、上記被保険者名簿において、申立人が記憶している同僚二人のＢ法人におけ

る厚生年金保険の加入記録は確認できないことから、申立期間において、同病院では必

ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21258 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年10月１日から42年９月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険

の標準報酬月額が実際の給与の額より低くなっている。給与明細書等は所持していな

いが、病気等で長期間休んだ記憶も無いので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ支店に係る事業所別被保険者名簿によると、昭和41年10月の定時決定におい

て、申立人の標準報酬月額は４万 8,000円から３万6,000円に４等級減額改定されてい

るが、同社同支店の申立人の同僚を含む相当数の従業員においても、同年 10 月の定時

決定で標準報酬月額が減額改定されており、申立人と同様、４等級減額改定されている

者も複数確認できる。 

また、Ａ社の本店及び複数の支店においても、昭和 41年10月の定時決定で、相当数

の従業員の標準報酬月額が減額改定されていることが、それぞれの店舗に係る事業所別

被保険者名簿等で確認できる。 

さらに、Ａ社は昭和 42 年４月１日に厚生年金基金に加入しているが、企業年金連合

会から提出された申立人に係る加入員記録によると、申立人の同年４月１日の資格取得

時に係る標準給与額は、同社Ｃ支店に係る事業所別被保険者名簿で確認できる申立人の

標準報酬月額と同額であることが確認できる。 

加えて、申立期間当時、Ａ社Ｃ支店で社会保険事務を担当していたとする元従業員は、

「当時、給与や社会保険料の計算、また、社会保険関係の届出書の作成は本社で行って

いた。昭和41年10月の定時決定でかなりの従業員の標準報酬月額が減額改定された理

由は分からないが、申立期間の社会保険料が、減額改定前の保険料で控除されていたと

は考えにくい。」旨供述している。 

なお、Ｂ社は当時の賃金台帳を保管しておらず、申立期間当時の厚生年金保険の取扱



 

いについて確認することができない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21259  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年10月から59年９月頃まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務してい

たことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びに元代表者及び複数の元従業員の供述から判断すると、申立

人は、申立期間の一部を含む昭和 54年９月20日から55年９月20日までの期間につい

ては、Ａ社で勤務していたことは確認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和55年10月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立人の勤務が確認できる期間においては、同

社は適用事業所としての記録は無い。 

また、上記元代表者は、「当時の資料は残されていないので詳細は確認できないが、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になる前から厚生年金保険料を控除することは無かっ

た。」旨供述し、申立人を知る申立人と同職種の複数の従業員も、「同社が厚生年金保

険の適用事業所になる前から保険料を控除されることは無かったと思う。」旨供述して

いる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21260 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：   

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年１月１日から46年１月16日まで 

私は、年金記録の照会で脱退手当金を受給していることを初めて知った。 

しかし、私は脱退手当金を受給した覚えが無いので、厚生年金保険被保険者期間と

して回復してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務した事業所に係る事業所別被保険者名簿の申立人が記載され

ているページとその前後計 11 ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日である昭和 46年１月16日の前後３年以内に資格喪失し、脱退

手当金の受給要件を満たす 18 人の支給状況を調査したところ、10 人について支給記録

が確認でき、このうち申立人を含む８人が資格喪失日から５か月以内に支給決定がなさ

れていることが確認できる。 

また、当該支給決定の記録が有る者のうちの一人は、事業所が脱退手当金の請求手続

をした旨の供述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、上記被保険者名簿における申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを

意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算

上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から２か月後の昭和

46 年３月 16 日に支給決定がなされているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに申立期間に

係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21261 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33年８月５日から35年９月１日まで 

② 昭和 35年11月21日から39年７月１日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ること

を知った。 

しかしながら、脱退手当金を受給した記憶は無いので、その支給記録を取り消し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務した事業所に係る事業所別被保険者名簿の申立人が記載さ

れているページとその前後５ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日である昭和 39 年７月１日の前後２年以内に資格喪失し、脱退手

当金の受給要件を満たす 20 人の支給状況を調査したところ、10 人について支給記録が

確認でき、このうち申立人を含む９人が資格喪失日から５か月以内に支給決定がなされ

ていることが確認できる。 

また、当時人事総務部に所属していた従業員は、結婚退職をする従業員に対して、脱

退手当金のことを説明して事業所が請求手続を行ってくれた旨供述していることを踏ま

えると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

さらに、上記被保険者名簿における申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 39

年９月９日に支給決定がなされているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いという主張のほかに申立期間に係

る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21262 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和32年11月１日から35年１月21日まで 

          ② 昭和 35年３月９日から36年４月１日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ることを

知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、その支給記録を取り消してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②の厚生年金保険被保険者記号番号は、当該期間に係る事業所を退職した約３か月

後の昭和 37 年７月２日に申立期間①の記号番号に重複整理の手続がとられたことが同事業所

に係る事業所別被保険者名簿に記録されており、申立期間に係る脱退手当金が同年８月８日に

支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて当該重複整理が行われたと

考えるのが自然である。 

   また、申立期間②に係る事業所の事業所別被保険者名簿には脱退手当金が支給されたことを

意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は支給額に計算上の誤り

は無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人は、当時、病気で入院中のため外出できる状態ではなく、脱退手当金を受け

取ることはできなかった旨主張しているところ、当時の脱退手当金の支払は、当地払い又は隔

地払いによることとなっており、当地払いの場合、脱退手当金の裁定庁にて本人が直接現金を

受給するものであるが、その受給については、本人が委任した者による代理受領も可能であっ

た上、隔地払いの場合、銀行又は郵便局で受領するものであるが、支給決定日は小切手振出日

であり、振り出された小切手は１年間有効であることなどから、支給決定日が入院中であった

とする申立人の主張をもって脱退手当金の受給ができなかったとは言えず、このほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退

手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21263 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和30年６月１日から32年３月30日まで 

         ② 昭和34年３月21日から37年３月21日まで 

         ③ 昭和37年４月２日から41年６月１日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ることを

知った。 

しかし、共済組合の加入期間については一時金として精算したが、厚生年金保険の

被保険者期間については脱退手当金の請求手続をした記憶は無いし、受け取った記憶

も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③に係る事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは

無く、厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬

月額等を、社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定を行った社会保険事務所（当

時）へ回答したことが記録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間③の後に勤務した事業所の共済組合加入期間については、申立人の供

述どおり、退職一時金として全額決定されていることが確認できるが、当時においては

既に通算年金制度が創設されており、厚生年金保険と共済組合の期間が通算されること

から、申立人が厚生年金保険の脱退手当金を受給していることに不自然さは無い。 

さらに、脱退手当金の支給対象となった過去３回の厚生年金保険被保険者期間のうち、

申立期間②に係る事業所は、脱退手当金支給に係る最終事業所とは社会保険事務所の管

轄及び厚生年金保険被保険者記号番号が異なっており、オンライン化以前の紙台帳にお

ける記録管理当時の事務処理を踏まえると、申立人が申立期間①、②及び③に係る脱退

手当金について請求を行ったものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに申立期間に



 

係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 12月16日から10年９月15日まで 

Ａ社及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、

報酬額に見合う標準報酬月額と相違している。一部の給与明細書を提出するので、正

しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人から提出された平成７年 10 月から同年 12 月まで及び８年 11 月

の給与明細書において確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、申立人が主張する

とおり、オンライン記録の標準報酬月額よりも高額であることが確認できるが、保険料

控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致あるいは低額で

あることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立人は、申立期間の大部分の給与明細書を所持しておらず、当時の従業員は

申立人を記憶していないことから、申立人の主張を裏付ける報酬月額及び控除額は確認

できない。 

さらに、Ａ社の事業主から供述は得られず、また、Ｂ社の事業主は平成 21 年＊月に

死亡しており、両社は同年 12 月に株主総会の決議により解散していることから、申立

人の主張を確認することができない。 

また、Ａ社が加入していた健康保険組合における申立人の平成５年 12 月から７年６



 

月までの標準報酬月額は、オンライン記録と同一であることが確認できる。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21267（事案15812の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年７月１日から41年８月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が引

き下げられている旨申し立てたが、記録を訂正できないと通知を受けた。そのため、

今回新たに昭和 44年７月 15日付け「新人事制度の実施について」を提出するので、

再度調査して申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人は、Ａ社Ｃ支店における厚生年金保険の標

準報酬月額が、昭和 40 年７月の同社同支店への異動に伴う資格取得時の決定において

５万6,000円に引き下げられており、保険料の控除額を証明する給与明細書等は無いも

のの、本俸は常時アップし、諸手当、残業代等も上がっていたので標準報酬月額が減る

のはあり得ないとして申し立てた。 

この申立てについて、Ｂ社は、「給与明細書、賃金台帳等は法定保存期間が過ぎたの

で処分したが、昭和 40 年７月１日の資格取得時の標準報酬月額の記録と申立ての標準

報酬月額とは、１等級の差であり、諸手当の要因から変動する可能性が充分ある。」と

回答し、また、申立人は給与明細書等を保有しておらず、申立人の主張する報酬月額及

び給与から控除されていた厚生年金保険料について確認することができないこと等から、

既に当委員会の決定に基づき平成 23年３月16日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料として、昭和 44年７月15日付け「新人事制度の実施に

ついて」を提出し、「再度調査して申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。」と主

張している。 

しかしながら、Ｂ社は、昭和 44年７月15日付け「新人事制度の実施について」に記

載されている新人事制度実施前の職務手当等の金額は、申立人がＡ社Ｃ支店において、



 

昭和 40 年７月１日付けで厚生年金保険被保険者資格を再取得した時点の申立人に係る

職務手当等の金額とは異なるとしていることから、当該資料からは申立人の主張を確認

することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無く、その他に当委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年３月から32年１月５日まで 

Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和

30 年夏頃、同社工場で作業中に右腕にけがをし、労災として治療を受けた。申立期

間も勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、昭和 30 年夏頃に発生したと供述しているＡ社の工場における事故につい

ては、同社を管轄する労働基準監督署が当時の事故の記録は保管していないと供述して

いることから、その発生年月日を確認することはできないものの、申立期間に同社で勤

務していた従業員の供述から、期間は明確に特定できないが、申立人が同社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、厚生年金保険手帳番号払出簿、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿及び申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳における申立人の同社における資格取得

日は、いずれも、昭和 32年１月５日と記録され、オンライン記録と一致している。 

また、Ａ社の申立期間当時の事業主に照会したが、申立人の氏名は記憶しておらず、

当時の人事資料等も保管していないことから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控

除については不明であると回答している。 

さらに、申立期間当時、Ａ社で厚生年金保険手続を担当していた３人の従業員は、死

亡又は連絡先不明のため、照会することができない。 

加えて、申立期間当時、Ａ社で勤務していた複数の従業員の回答から、同社は、入社

から一定期間経過後に、厚生年金保険に加入する手続を行っていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年10月１日から48年９月21日まで 

             ② 昭和 49年５月１日から52年９月28日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬月額に見合う標準

報酬月額より低い記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額が報酬月額と相違している旨申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 52年９月28日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、申立期間当時の事業主３人のうち、死亡した一人を除く二人に、申立人の申立

期間に係る保険料控除額について照会したところ、一人は記録が残っておらず不明であ

るとし、他の一人からは回答が得られないことから、申立人の申立期間に係る保険料控

除額について確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人の標準報酬月額の記載内容に不

備な点は認められず、遡って標準報酬月額が訂正されている等の不自然な処理も見当た

らない。 

さらに、上記被保険者名簿により、申立期間①について、申立人と同日の昭和 47 年

10 月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した７人の資格取得時の標準報酬月額

を調査したところ、７人全員が申立人と同額（５万 6,000円）となっていることが確認

でき、申立期間②について、申立人が被保険者資格を再取得した 49 年５月１日に被保

険者資格を取得した５人の標準報酬月額を調査したところ、５人全員が申立人と同額

（６万円）であることが確認できる。 

加えて、申立期間当時にＡ社で社会保険事務を担当していたとする従業員は、厚生年

金保険料については、社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額に基づく保険料

額を控除していたと供述している。 



 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21284（事案14428の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③から⑤までについて、厚生年金保険被保険者として、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月から44年４月まで 

② 昭和44年４月から45年４月まで 

③ 昭和 63年10月17日から平成４年４月16日まで 

④ 平成４年４月16日から７年４月30日まで 

⑤ 平成８年１月25日から９年11月21日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い旨、また、Ｃ社に勤務した申立期間③、Ｄ社に勤務した申立期間④及びＥ社

に勤務した申立期間⑤の標準報酬月額が報酬月額と相違する旨を第三者委員会に申し

立てたところ、同委員会から保険料控除が確認できないなどの理由により、記録を訂

正することはできないと通知を受けた。 

しかし、申立期間①及び②については、勤務していたことは確かであり、判断に納

得できないため、新たな資料や情報は無いが、申立期間①及び②を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。また、申立期間③から⑤までについては、判断に納

得できず、申立期間④については新たに賃金明細書を提出するので標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社は申立期間①は適用事業所となってい

ないこと、ⅱ）同社は当時の資料を保管しておらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認できないこと、ⅲ）同社の経理係の同僚は、同社は昭和 46 年

６月より厚生年金保険に加入したとしていることから、また、申立期間②に係る申立て



 

については、ⅰ）Ｂ社の元事業主は当時の資料を保管しておらず、申立人の勤務実態及

び厚生年金保険料の控除について確認できないこと、ⅱ）申立人が記憶していた４人の

同僚は申立人のことを記憶していたものの、厚生年金保険の取扱いについて供述を得る

ことができないこと、ⅲ）上記同僚のうちの経理を担当していたことがある一人は、当

時はすぐに辞めてしまう従業員が大勢いたので、勤務状況をみてから社会保険に加入さ

せていたと思うとしていること、ⅳ）申立人の知人は、申立人が同社に勤務していたこ

とを記憶しているが、勤務形態はアルバイトだったと思うとしていること、ⅴ）上記の

同僚のほか同社に係る事業所別被保険者名簿により住所が判明した従業員二人に照会し

たところ、二人とも申立人を知らないとしていることから、厚生年金保険の取扱いにつ

いて供述を得ることができないこと、ⅵ）上記被保険者名簿において、40 年５月１日

から申立期間②を含む 45 年６月１日までの健康保険証の整理番号に欠番は無いことか

ら、さらに、申立期間③に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ社が保管する 63 年から平成

４年までの分の給与所得の源泉徴収票によると、同源泉徴収票に記載された各年の社会

保険料等の金額はオンライン記録の標準報酬月額から算出した各年の社会保険料控除額

とほぼ一致していること、ⅱ）申立人が保管する平成３年分及び４年分の所得税の確定

申告書に記載された各年の社会保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額から算

出した各年の社会保険料控除額とほぼ一致していることから、加えて、申立期間④に係

る申立てについては、ⅰ）申立期間④のうち、４年４月 16 日から５年 12 月 31 日まで

については、申立人が保管する４年から７年までの分の所得税の確定申告書に記載され

た各年の社会保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額から算出した各年の社会

保険料控除額とほぼ一致していること、ⅱ）申立期間④のうち、６年１月１日から７年

４月 30 日までについては、Ｄ社が保管する６年及び７年の給与台帳に記載された厚生

年金保険料控除額とオンライン記録の標準報酬月額から算出した保険料控除額は一致し

ていることから、また、申立期間⑤に係る申立てについては、ⅰ）Ｅ社が保管する健康

保険組合の被保険者台帳によると、申立人の標準報酬等級は、取得時が 18 等級、８年

10月は 24等級、９年 10月は 22等級と記録されており、当該等級はオンライン記録の

標準報酬月額と一致していること、ⅱ）申立人が保管する８年分及び９年分の所得税の

確定申告書に記載された各年の社会保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額か

ら算出した各年の社会保険料控除額とほぼ一致していることから、申立期間①から⑤ま

でについて、既に当委員会の決定に基づき平成 23 年２月２日付けで年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の申立てにおいて、申立期間①、②、③及び⑤については、新たな資

料等を提出しておらず、申立期間①及び②については、厚生年金保険の被保険者である

ので訂正してほしいと、申立期間③及び⑤については、標準報酬月額を訂正してほしい

と主張するのみである。 

また、申立期間④については、新たに賃金明細書（平成５年１月分）を提出している。 

しかし、上記賃金明細書に記載されている厚生年金保険料控除額から算出される標準

報酬月額は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 



 

これらの事情及び新たに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当委員会の当初

の決定を変更すべき新たな事情は見当たらず、申立人が、申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと、また、申立期間③から⑤まで

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 11年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 平成 12年10月１日から同年11月１日まで  

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち申立期間①、Ｃ社に勤務した期間のう

ち申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。両社には各申立期間に継続して勤務

し、厚生年金保険に加入していたので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社は、「申立期間当時の資料が無いため、申立人のＡ社の

在籍期間や保険料の控除について確認できない。」と回答しているため、同社から申

立人の当該期間における勤務及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

  また、申立人は、Ａ社の同僚及び他の従業員への照会について同意しないため、こ

れらの者から、申立人の申立期間①における勤務及び厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の離職日は、平成11年３月31日と記録さ

れており、厚生年金保険の被保険者資格喪失日と符合していることが確認できる。 

加えて、Ａ社が加入していたＤ保険健康保険組合は、申立人の申立期間①に係る被

保険者資格喪失日について、平成 11年４月１日と回答している。 

２ 申立期間②について、Ｃ社は、「申立人の退職日は平成 12年９月30日である。当

該期間の保険料は控除していない。」と回答している上、同社から提出された、申立

人が記載した社会保険喪失申請書には、申立人の同社における退職日は、平成 12 年

９月30日と記載されていることが確認できる。 

また、申立人のＣ社における雇用保険の離職日は、平成12年９月30日と記録され

ており、厚生年金保険の被保険者資格喪失日と符合していることが確認できる。 



 

さらに、Ｅ年金連合会の中脱記録照会（回答）により、申立人のＢ社厚生年金基金

の資格喪失日は、平成 12年10月１日と記録されていることが確認できる。 

加えて、Ｂ社健康保険組合は、申立人の申立期間②に係る被保険者資格喪失日につ

いて、平成 12年10月１日と回答している。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について、これ

を確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年５月１日から３年12月31日まで 

取締役としてＡ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚等の証言及び同社に係る商業登記簿謄本により、申立人が、申立期間当時、

取締役として同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、上記商業登記簿謄本により既に破産していることが確認でき、事業

主は死亡しているため、同社及び事業主から、申立人の厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

また、Ａ社の経理部長は、「申立人は申立期間に同社に勤務していたが、同社は解散

し、資料も残っておらず、厚生年金保険の届出や保険料控除について覚えていない。」

と回答しているため、同社の経理部長から申立人の厚生年金保険の取扱いについて確認

することができない。 

さらに、Ａ社の上記経理部長は、「同社に平成２年７月 26 日から勤務した。」と述

べているが、オンライン記録により、上記経理部長の同社における厚生年金保険の被保

険者資格取得日は４年７月 13日となっていることが確認できる。 

加えて、申立人が住民登録をしている市の市役所は、申立人は、昭和 63 年５月４日

から現在まで国民健康保険に加入していると回答している。 

このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から14年６月20日まで 

60 歳になるまでＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務し厚生年金保険に加入していたが、

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、申立人のＡ社における退職日について平成６年12月31日と回答しており、

同社から提出された人事原票でも、「６年 12月31日退職」と記載されていることが確

認できる。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の離職日は、平成６年12月31日と記録されて

おり、厚生年金保険の被保険者資格喪失日と符合していることが確認できる。 

さらに、Ｃ健康保険組合から提出された健康保険被保険者資格喪失届及び健康保険任

意継続被保険者資格取得申請書には、申立人のＡ社における被保険者資格喪失日は平成

７年１月１日と記載されていることが確認できる。 

加えて、申立人から提出された平成７年分から 14 年分までの所得税の確定申告書に

は、申立期間の厚生年金保険料控除額が記載されていない。 

このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 12月１日から５年２月21日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬額に見合う標準報

酬月額より低くなっているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る商業登記簿謄本により、同社は、既に解散していることが確認できる上、

事業主も死亡しているため、同社及び事業主から申立人の申立期間に係る報酬月額及び

厚生年金保険料控除額を確認することができない。 

また、Ａ社の経理部長は、「確認できる資料は無いものの、高齢で厚生年金を受給し

ている従業員については、給与額は変わらないが、社会保険事務所（当時）に標準報酬

月額を低く届けた。届け出た標準報酬月額に基づき社会保険料を控除していた。これに

ついては、当時の従業員に説明しており、申立人も納得していたはずである。」と述べ

ている。 

さらに、オンライン記録では、申立人の年金額は、平成２年４月から同年 12 月まで

は全額支給停止、３年１月から５年２月までは一部支給停止、同年３月からは全額支給

となっていることが確認できる。 

加えて、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は遡及して減額訂正される

等の社会保険事務所による不自然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年４月１日から同年５月７日まで 

             ② 昭和 48年８月25日から50年１月１日まで 

   ③ 昭和 52年３月21日から同年６月21日まで 

             ④ 昭和 52年10月１日から59年７月１日まで 

Ａ社（名称変更前は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金

保険の加入記録が無い。また、Ｃ社に勤務した申立期間③及びＤ社に勤務した申立期

間④の厚生年金保険の加入記録も無い。それぞれの会社には間違いなく勤務していた

ので、申立期間①、②、③及び④を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、申立人は、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、

昭和48年５月７日から同年８月 25日までとなっているが、その前後の期間である申

立期間①及び②においても同社に継続して勤務していた旨申し立てている。 

しかし、Ａ社と推認される事業所における申立人に係る雇用保険の加入記録は、昭

和48年５月７日から同年８月 30日までとなっており、厚生年金保険の加入記録とほ

ぼ一致する上、その前後の期間については確認できない。 

また、Ａ社は、既に適用事業所ではなくなっている上、事業主及び申立人が記憶し

ていた上司も既に死亡していることから、同社及びこれらの者から申立人の当該期間

に係る勤務状況等を確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、当該期間当時に厚生年金保険に加

入していたことが確認できる 10 人の従業員に照会したところ５人から回答があり、

そのうちの二人は申立人のことを記憶していたものの、申立人の勤務期間は数か月だ

ったと思うが、同社における厚生年金保険の取扱い等については分からない旨供述し

ている。 



 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③については、申立人は、Ｃ社に姉と一緒に勤務していたが、姉には同社

に係る厚生年金保険の加入記録があるものの、自身の記録が無い旨申し立てている。 

しかしながら、Ｃ社は既に適用事業所ではなくなっている上、事業主は連絡先が不

明のため、申立人の当該期間に係る勤務状況等を確認することができない。 

また、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿から、当該期間当時に厚生年金保険に加入

していることが確認できる複数の従業員に照会したところ５人から回答があり、申立

人姉妹を覚えているとした３人全員が、当該期間に同社に勤務していたのは、申立人

姉妹のどちらか一人である旨供述しているところ、上記名簿では申立人の姉の氏名の

み確認できる。さらに、上記従業員３人のうちの一人は、会社の終了後にもう一人の

姉妹が迎えに来て一緒に帰っていたのを記憶している旨供述している。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間④については、申立人は、Ｄ社に姉と一緒に正社員として勤務していた旨

申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｄ社の所在

地とされる地区に同社又は同社と類似の名称の適用事業所は存在せず、厚生年金保険

の適用事業所としての記録は確認できない。 

また、所在地を管轄する法務局及び隣接する法務局においても、Ｄ社の商業登記の

記録は確認できない。 

さらに、申立人は、Ｄ社の事業主、複数の上司及び同僚について姓のみを記憶して

いるため人物を特定することができず、これらの者から、申立人の同社における勤務

状況や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について確

認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除さ

れていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21294 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年４月１日から同年５月７日まで 

             ② 昭和 48年８月25日から50年１月１日まで 

             ③ 昭和 52年10月１日から59年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の

加入記録が無い。また、Ｃ社に勤務した申立期間③の加入記録も無い。両社には間違

いなく勤務していたので、申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、申立人は、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録が、

昭和48年５月７日から同年８月 25日までとなっているが、その前後の期間である申

立期間①及び②においても同社に継続して勤務していた旨申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、当時の従業員に係る資料を保存していないため、申立人の当該期

間における勤務実態や厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができ

ない旨回答している。 

また、申立人のＡ社に係る雇用保険の加入記録は、昭和 48 年５月７日から同年８

月 25 日までとなっており、厚生年金保険の加入記録とほぼ一致する上、その前後の

期間については確認できない。 

さらに、申立人が記憶していた元営業部長に申立人の勤務状況等について照会した

ところ、同氏は、「当時、営業部長をしていたが、申立人がＡ社に勤務していたどう

か記憶に無い。」と供述している。 

そこで、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、当該期間当時に厚生年金保険に加

入していたことが確認できる 17 人の従業員に照会したところ９人から回答があり、

そのうちの二人は申立人のことを覚えていたが、申立人の勤務時期について明確な記



 

憶は無く、同社における厚生年金保険の取扱い等についても分からない旨供述してい

る。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③については、申立人は、Ｃ社に妹と一緒に正社員として勤務していたと

申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｃ社の所在

地とされる地区に同社又は同社と類似の名称の適用事業所は存在せず、厚生年金保険

の適用事業所としての記録は確認できない。 

また、所在地を管轄する法務局及び隣接する法務局においても、Ｃ社の商業登記の

記録は確認できない。 

さらに、申立人は、Ｃ社の事業主、複数の上司及び同僚について姓のみを記憶して

いるため人物を特定することができず、これらの者から、申立人の同社における勤務

状況や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について確

認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により控除

されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21295（事案1905及び11842の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から同年11月26日まで 

    代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の給与の月額に見合う標準報酬月額と相違しているため、年金記録確認

東京地方第三者委員会に対して申立てを行い、口頭意見陳述での申立ても行ったが、

記録の訂正を認めることはできない旨の通知を受けた。しかし、納得できないので、

再度の申立てを行ったが、結果は同じであった。 

    今般、改めて過去の記憶をたどると、標準報酬月額の減額訂正に係る届出書に捺
なつ

印したと供述したことは、私の記憶違いであったことに気が付いたので撤回する。記

録訂正に繋がる新たな資料は無いが、再々度の申立てを行うので、面談の上、公正な

る判断を切に願い、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、社会保険事務所（当時）において、申立人の厚生

年金保険の標準報酬月額が遡って減額訂正されているものの、当該届出書に会社の代表

者印を押印した旨供述していることから、代表取締役であった申立人が、当該減額処理

を有効なものではないと主張することは信義則上許されないとして、既に当委員会の決

定に基づき平成 21年３月 25日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

その後、申立人は、「社会保険事務所において、滞納保険料の処理について、内容の

分からない届出書に会社の代表者印を押したものの、同事務所担当職員から標準報酬月

額の減額に係る説明を受けた記憶は無く、これに同意した記憶も無い。」として再申立

てを行ったが、当該届出により、会社が負担すべき保険料債務が縮減されているところ、

会社の業務を執行する責任を負っている代表取締役であった申立人は、会社の業務とし

てなされた当該届出行為に責任を負うべきであり、その結果としての標準報酬月額の減



 

額処理が有効なものではないと主張することは、信義則上認められず、また、当該主張

は委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められないとして、既に当委員会

の決定に基づき平成 22 年９月８日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

これに対し、申立人は、上記通知に納得できず、「標準報酬月額の遡及訂正に係る届

出書に代表者印を自分が承知の上で捺
なつ

印したと供述したことは、記憶違いであったこ

とに気が付いたので撤回する。新たな資料は無いが、公正なる判断を切に願う。」と主

張しているが、申立人の主張を裏付ける資料等は無いことから、委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、このほかに当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21299（事案13122の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月１日から46年10月１日まで 

             ② 昭和 49年４月１日から50年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額は不当解雇による裁

判における仮処分及び判決により決定された賃金より低くなっているので申立てを行

った。しかし、申立ては認められないとする決定通知を受け取った後に新たな資料が

出てきた。これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されていない

ため、各年の年末調整資料の社会保険料の額は、厚生年金保険料と健康保険料の合算

額となっているはずである。 

このため、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立期間①については、「Ｂ高等裁

判所判決」及び「Ｃ地方裁判所賃金支払仮処分決定」において確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「付属資料」の

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額とおお

むね一致していること、また、厚生年金基金の加入員記録によれば、基金設立時の昭和

43 年５月以降における申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一

致していること、ⅱ）申立期間②については「協定書」等で確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「協定書」には

賃金差額に対する厚生年金保険料の取扱いについての記述は無く、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を、改訂後の賃金より控除されたことは確認できないこ

と、また、厚生年金基金の加入員記録により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、



 

オンライン記録と一致していること等の理由から、既に当委員会の決定に基づく平成

22年11月25日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に新たな資料である、「仮処分弁済金（賞与

相当分）昭和 44 年７月 31 日支払分写し」、「仮処分弁済金（特別賞与相当分）昭和

45年７月20日支払分写し」、「仮処分弁済金（45年と末賞与相当分）昭和45年12月

17 日支払写し」、「申立人他７名賞与相当一時金に対する所得税個人支払分会社立替

写し」、Ｃ地方裁判所「決定」（昭和 44 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決

定」（昭和 45 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決定」（昭和 45 年 12 月＊

日）写し、及びＣ地方裁判所「決定」（昭和 46年７月＊日）写しを提出している。 

また、申立人は、これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されて

いないため、各年の年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保険料と健康保険料の合

算額となっているはずである旨主張している。 
このため、申立人は、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基

づく保険料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、申立期間を正しい標準報酬月

額に訂正してほしい旨の再申立てを行っている。 

一方、申立期間①について、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44 年７月 31

日、45 年７月 20 日及び同年 12 月 17 日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写

し」には、厚生年金保険料の控除に係る記載は無く、当該資料は、申立期間の一部期間

における賞与に係るものであり、雇用保険料額は記載されていない。 

また、雇用保険の記録により雇用保険の資格取得日は昭和43年９月19日と確認でき

るところ、申立期間①のうち雇用保険加入以前の期間（昭和40年１月１日から43年９

月 18 日まで）について、昭和 40 年、41 年における年末調整資料の社会保険料額は、

オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料、健康保険料の合計と一致

しており、42年、43年においても、ほぼ一致することが認められる。 

さらに、雇用保険の加入以降（昭和 43年９月19日から46年10月１日まで）におい

て、昭和 44 年、45 年及び 46 年における年末調整資料の社会保険料額は、オンライン

記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額

とほぼ一致するが、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料額（健康保険料と厚

生年金保険料の合計であり、雇用保険料は除外されたもの）と年末調整資料の社会保険

料額は、一致しないことが確認できる。 

以上のことから、今回提出のあった資料からは、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は認められない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様の理由により再申立てを行ってい

るが、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44年７月 31日、45年７月 20日及び

同年12月17日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写し」は、当該期間に係るも

のではない。また、今回、再申立てを行った７人のうち、同僚一人が前回の申立て時に

提出した「昭和 49 年 12 月 25 日の支払明細写し」及び「50 年 12 月の給与明細写し」



 

には、雇用保険料控除の記載があり、雇用保険料控除が確認できる。 

また、前回の申立て時に、申立人が提出した「昭和 50 年分給与所得の源泉徴収票」

に記載されている社会保険料額は、オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年

金保険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額とほぼ一致することから、当委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が各申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21300（事案13124の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月１日から46年10月１日まで 

② 昭和 49年４月１日から50年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額は不当解雇による裁

判における仮処分及び判決により決定された賃金より低くなっているので申立てを行

った。しかし、申立ては認められないとする決定通知を受け取った後に新たな資料が

出てきた。これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されていない

ため、各年の年末調整資料の社会保険料の額は、厚生年金保険料と健康保険料の合算

額となっているはずである。 

このため、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立期間①については、「Ｂ高等裁

判所判決」及び「Ｃ地方裁判所賃金支払仮処分決定」において確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「付属資料」の

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額とおお

むね一致していること、また、厚生年金基金の加入員記録によれば、基金設立時の昭和

43 年５月以降における申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一

致していること、ⅱ）申立期間②については「協定書」等で確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「協定書」には

賃金差額に対する厚生年金保険料の取扱いについての記述は無く、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を、改訂後の賃金より控除されたことは確認できないこ

と、また、厚生年金基金の加入員記録により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、



 

オンライン記録と一致していること等の理由から、既に当委員会の決定に基づく平成

22年11月25日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に新たな資料である、「仮処分弁済金（賞与

相当分）昭和 44 年７月 31 日支払分写し」、「仮処分弁済金（特別賞与相当分）昭和

45年７月20日支払分写し」、「仮処分弁済金（45年と末賞与相当分）昭和45年12月

17 日支払写し」、「同僚Ｄ他７名賞与相当一時金に対する所得税個人支払分会社立替

写し」、Ｃ地方裁判所「決定」（昭和 44 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決

定」（昭和 45 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決定」（昭和 45 年 12 月＊

日）写し及びＣ地方裁判所「決定」（昭和 46年７月＊日）写しを提出している。 

また、申立人は、これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されて

いないため、各年の年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保険料と健康保険料の合

算額となっているはずである旨主張している。 

このため、申立人は、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基

づく保険料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、申立期間を正しい標準報酬月

額に訂正してほしい旨の再申立てを行っている。 

一方、申立期間①について、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44 年７月 31

日、45 年７月 20 日及び同年 12 月 17 日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写

し」には、厚生年金保険料の控除に係る記載は無く、当該資料は、申立期間の一部期間

における賞与に係るものであり、雇用保険料額は記載されていない。 

また、雇用保険の記録により雇用保険の資格取得日は昭和43年９月19日と確認でき

るところ、申立期間①のうち雇用保険加入以前の期間（昭和40年４月１日から43年９

月 18 日まで）について、昭和 40 年、41 年における年末調整資料の社会保険料額は、

オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料、健康保険料の合計と一致

しており、42年、43年においても、ほぼ一致することが認められる。 

さらに、雇用保険の加入以降（昭和 43年９月19日から46年10月１日まで）におい

て、昭和 44 年、45 年及び 46 年における年末調整資料の社会保険料額は、オンライン

記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額

とほぼ一致するが、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料額（健康保険料と厚

生年金保険料の合計であり、雇用保険料は除外されたもの）と年末調整資料の社会保険

料額は、一致しないことが確認できる。 

以上のことから、今回提出のあった資料からは、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は認められない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様の理由により再申立てを行ってい

るが、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44年７月 31日、45年７月 20日及び

同年12月17日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写し」は、当該期間に係るも

のではない。また、申立人が前回の申立て時に提出した「昭和 49 年 12 月 25 日の支払

明細写し」及び「50 年 12 月の給与明細写し」には、雇用保険料控除の記載があり、雇



 

用保険料控除が確認できる。 

また、前回の申立て時に、申立人が提出した「昭和 50 年分給与所得の源泉徴収票」

に記載されている社会保険料額は、オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年

金保険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額とほぼ一致することから、当委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が各申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21301（事案13126の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月１日から46年10月１日まで 

             ② 昭和 49年４月１日から50年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額は不当解雇による裁

判における仮処分及び判決により決定された賃金より低くなっているので申立てを行

った。しかし、申立ては認められないとする決定通知を受け取った後に新たな資料が

出てきた。これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されていない

ため、各年の年末調整資料の社会保険料の額は、厚生年金保険料と健康保険料の合算

額となっているはずである。 

このため、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立期間①については、「Ｂ高等裁

判所判決」及び「Ｃ地方裁判所賃金支払仮処分決定」において確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「付属資料」の

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額とおお

むね一致していること、また、厚生年金基金の加入員記録によれば、基金設立時の昭和

43 年５月以降における申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一

致していること、ⅱ）申立期間②については「協定書」等で確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「協定書」には

賃金差額に対する厚生年金保険料の取扱いについての記述は無く、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を、改訂後の賃金より控除されたことは確認できないこ

と、また、厚生年金基金の加入員記録により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、



 

オンライン記録と一致していること等の理由から、既に当委員会の決定に基づく平成

22年11月25日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に新たな資料である、「仮処分弁済金（賞与

相当分）昭和 44 年７月 31 日支払分写し」、「仮処分弁済金（特別賞与相当分）昭和

45年７月20日支払分写し」、「仮処分弁済金（45年と末賞与相当分）昭和45年12月

17 日支払写し」、「同僚Ｄ他７名賞与相当一時金に対する所得税個人支払分会社立替

写し」、Ｃ地方裁判所「決定」（昭和 44 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決

定」（昭和 45 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決定」（昭和 45 年 12 月＊

日）写し及びＣ地方裁判所「決定」（昭和 46年７月＊日）写しを提出している。 

また、申立人は、これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されて

いないため、各年の年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保険料と健康保険料の合

算額となっているはずである旨主張している。 

このため、申立人は、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基

づく保険料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、申立期間を正しい標準報酬月

額に訂正してほしい旨の再申立てを行っている。 

一方、申立期間①について、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44 年７月 31

日、45 年７月 20 日及び同年 12 月 17 日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写

し」には、厚生年金保険料の控除に係る記載は無く、当該資料は、申立期間の一部期間

における賞与に係るものであり、雇用保険料額は記載されていない。 

また、雇用保険の記録により雇用保険の資格取得日は昭和43年９月19日と確認でき

るところ、申立期間①のうち雇用保険加入以前の期間（昭和40年４月１日から43年９

月 18 日まで）について、昭和 40 年、41 年における年末調整資料の社会保険料額は、

オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料、健康保険料の合計と一致

しており、42年、43年においても、ほぼ一致することが認められる。 

さらに、雇用保険の加入以降（昭和 43年９月19日から46年10月１日まで）におい

て、昭和 44 年、45 年及び 46 年における年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保

険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額とほぼ一致するが、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく保険料額（健康保険料と厚生年金保険料の合計であり、雇用保険料は除

外されたもの）と年末調整資料の社会保険料額は、一致しないことが確認できる。 

以上のことから、今回提出のあった資料からは、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は認められない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様の理由により再申立てを行ってい

るが、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44年７月 31日、45年７月 20日及び

同年12月17日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写し」は、当該期間に係るも

のではない。また、今回、再申立てを行った７人のうち、同僚一人が前回の申立て時に

提出した「昭和 49 年 12 月 25 日の支払明細写し」及び「50 年 12 月の給与明細写し」

には、雇用保険料控除の記載があり、雇用保険料控除が確認できることから、当委員会



 

の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が各申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21302（事案13123の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月１日から46年10月１日まで 

             ② 昭和 49年４月１日から50年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額は不当解雇による裁

判における仮処分及び判決により決定された賃金より低くなっているので申立てを行

った。しかし、申立ては認められないとする決定通知を受け取った後に新たな資料が

出てきた。これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されていない

ため、各年の年末調整資料の社会保険料の額は、厚生年金保険料と健康保険料の合算

額となっているはずである。 

このため、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立期間①については、「Ｂ高等裁

判所判決」及び「Ｃ地方裁判所賃金支払仮処分決定」において確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「付属資料」の

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額とおお

むね一致していること、また、厚生年金基金の加入員記録によれば、基金設立時の昭和

43 年５月以降における申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一

致していること、ⅱ）申立期間②については「協定書」等で確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「協定書」には

賃金差額に対する厚生年金保険料の取扱いについての記述は無く、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を、改訂後の賃金より控除されたことは確認できないこ

と、また、厚生年金基金の加入員記録により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、



 

オンライン記録と一致していること等の理由から、既に当委員会の決定に基づく平成

22年11月25日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に新たな資料である、「仮処分弁済金（賞与

相当分）昭和 44 年７月 31 日支払分写し」、「仮処分弁済金（特別賞与相当分）昭和

45年７月20日支払分写し」、「仮処分弁済金（45年と末賞与相当分）昭和45年12月

17 日支払写し」、「同僚Ｄ他７名賞与相当一時金に対する所得税個人支払分会社立替

写し」、Ｃ地方裁判所「決定」（昭和 44 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決

定」（昭和 45 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決定」（昭和 45 年 12 月＊

日）写し及びＣ地方裁判所「決定」（昭和 46年７月＊日）写しを提出している。 

また、申立人は、これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されて

いないため、各年の年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保険料と健康保険料の合

算額となっているはずである旨主張している。 

このため、申立人は、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基

づく保険料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、申立期間を正しい標準報酬月

額に訂正してほしい旨の再申立てを行っている。 

一方、申立期間①について、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44 年７月 31

日、45 年７月 20 日及び同年 12 月 17 日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写

し」には、厚生年金保険料の控除に係る記載は無く、当該資料は、申立期間の一部期間

における賞与に係るものであり、雇用保険料額は記載されていない。 

また、雇用保険の記録により雇用保険の資格取得日は昭和43年９月19日と確認でき

るところ、申立期間①のうち雇用保険加入以前の期間（昭和40年４月１日から43年９

月 18 日まで）について、昭和 40 年、41 年における年末調整資料の社会保険料額は、

オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料、健康保険料の合計と一致

しており、42年、43年においても、ほぼ一致することが認められる。 

さらに、雇用保険の加入以降（昭和 43年９月19日から46年10月１日まで）におい

て、昭和 44 年、45 年及び 46 年における年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保

険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額とほぼ一致するが、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく保険料額（健康保険料と厚生年金保険料の合計であり、雇用保険料は除

外されたもの）と年末調整資料の社会保険料額は、一致しないことが確認できる。 

以上のことから、今回提出のあった資料からは、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は認められない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様の理由により再申立てを行ってい

るが、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44年７月 31日、45年７月 20日及び

同年12月17日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写し」は、当該期間に係るも

のではない。また、今回、再申立てを行った７人のうち、同僚一人が前回の申立て時に

提出した「昭和 49 年 12 月 25 日の支払明細写し」及び「50 年 12 月の給与明細写し」

には、雇用保険料控除の記載があり、雇用保険料控除が確認できることから、当委員会



 

の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が各申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21303（事案13125の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月１日から46年10月１日まで 

             ② 昭和 49年４月１日から50年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額は不当解雇による裁

判における仮処分及び判決により決定された賃金より低くなっているので申立てを行

った。しかし、申立ては認められないとする決定通知を受け取った後に新たな資料が

出てきた。これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されていない

ため、各年の年末調整資料の社会保険料の額は、厚生年金保険料と健康保険料の合算

額となっているはずである。 

このため、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立期間①については、「Ｂ高等裁

判所判決」及び「Ｃ地方裁判所賃金支払仮処分決定」において確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「付属資料」の

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額とおお

むね一致していること、また、厚生年金基金の加入員記録によれば、基金設立時の昭和

43 年５月以降における申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一

致していること、ⅱ）申立期間②については「協定書」等で確認できる賃金額により、

当該期間の報酬月額は申立人の主張する額であることが確認できるが、「協定書」には

賃金差額に対する厚生年金保険料の取扱いについての記述は無く、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を、改訂後の賃金より控除されたことは確認できないこ

と、また、厚生年金基金の加入員記録により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、



 

オンライン記録と一致していること等の理由から、既に当委員会の決定に基づく平成

22年11月25日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に新たな資料である、「仮処分弁済金（賞与

相当分）昭和 44 年７月 31 日支払分写し」、「仮処分弁済金（特別賞与相当分）昭和

45年７月20日支払分写し」、「仮処分弁済金（45年と末賞与相当分）昭和45年12月

17 日支払写し」、「同僚Ｄ他７名賞与相当一時金に対する所得税個人支払分会社立替

写し」、Ｃ地方裁判所「決定」（昭和 44 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決

定」（昭和 45 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決定」（昭和 45 年 12 月＊

日）写し及びＣ地方裁判所「決定」（昭和 46年７月＊日）写しを提出している。 

また、申立人は、これら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されて

いないため、各年の年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保険料と健康保険料の合

算額となっているはずである旨主張している。 

このため、申立人は、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基

づく保険料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、申立期間を正しい標準報酬月

額に訂正してほしい旨の再申立てを行っている。 

一方、申立期間①について、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44 年７月 31

日、45 年７月 20 日及び同年 12 月 17 日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写

し」には、厚生年金保険料の控除に係る記載は無く、当該資料は、申立期間の一部期間

における賞与に係るものであり、雇用保険料額は記載されていない。 

また、雇用保険の記録により雇用保険の資格取得日は昭和43年９月19日と確認でき

るところ、申立期間①のうち雇用保険加入以前の期間（昭和40年４月１日から43年９

月 18 日まで）について、昭和 40 年、41 年における年末調整資料の社会保険料額は、

オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料、健康保険料の合計と一致

しており、42年、43年においても、ほぼ一致することが認められる。 

さらに、雇用保険の加入以降（昭和 43年９月19日から46年10月１日まで）におい

て、昭和 44 年、45 年及び 46 年における年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保

険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額とほぼ一致するが、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく保険料額（健康保険料と厚生年金保険料の合計であり、雇用保険料は除

外されたもの）と年末調整資料の社会保険料額は、一致しないことが確認できる。 

以上のことから、今回提出のあった資料からは、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は認められない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様の理由により再申立てを行ってい

るが、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44年７月 31日、45年７月 20日及び

同年12月17日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写し」は、当該期間に係るも

のではない。また、今回、再申立てを行った７人のうち、同僚一人が前回の申立て時に

提出した「昭和 49 年 12 月 25 日の支払明細写し」及び「50 年 12 月の給与明細写し」

には、雇用保険料控除の記載があり、雇用保険料控除が確認できることから、当委員会



 

の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が各申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21304（事案13117の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月１日から46年10月１日まで 

             ② 昭和 49年４月１日から50年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額は不当解雇による裁

判における仮処分及び判決により決定された賃金より低くなっているので申立てを行

った。申立期間のうち、一部期間について申立ては認められたが、そのほかの期間に

ついては、認められないとする決定通知を受け取った後に新たな資料が出てきた。こ

れら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されていないため、各年の

年末調整資料の社会保険料の額は、厚生年金保険料と健康保険料の合算額となってい

るはずである。 

このため、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立期間①については、「Ｂ高等裁

判所判決」及び「Ｃ地方裁判所賃金支払仮処分決定」に基づく「付属資料」のうち、昭

和40年分から 46年分の年末調整資料において確認できる厚生年金保険料控除額から、

40 年１月から同年９月までの標準報酬月額を３万 3,000 円に訂正することが必要であ

る旨の通知が行われたが、同年10月から46年９月までの期間については、申立人から

提出のあった、上記「付属資料」において確認できる厚生年金保険料控除額と、オンラ

イン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料額はおおむね一致していること、

また、厚生年金基金の加入員記録により、基金設立時の 43 年５月以降における申立人

の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致していること、ⅱ）申立期間

②については「協定書」等で確認できる賃金額により、当該期間の報酬月額は申立人の



 

主張する額であることが確認できるが、「協定書」には賃金差額に対する厚生年金保険

料の取扱いについての記述は無く、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を、改訂後の賃金より控除されたことは確認できないこと、また、厚生年金基金の加入

員記録により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致してい

ること等の理由から、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年 11 月 25 日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に新たな資料である、「仮処分弁済金（賞与

相当分）昭和 44 年７月 31 日支払分写し」、「仮処分弁済金（特別賞与相当分）昭和

45年７月20日支払分写し」、「仮処分弁済金（45年と末賞与相当分）昭和45年12月

17 日支払写し」、「同僚Ｄ他７名賞与相当一時金に対する所得税個人支払分会社立替

写し」、Ｃ地方裁判所「決定」（昭和 44 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決

定」（昭和 45 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決定」（昭和 45 年 12 月＊

日）写し及びＣ地方裁判所「決定」（昭和 46 年７月＊日）写しを提出し、申立期間を

正しい標準報酬月額に訂正してほしい旨の再申立てを行っている。 

一方、申立期間①について、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44 年７月 31

日、45 年７月 20 日及び同年 12 月 17 日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写

し」には、厚生年金保険料の控除に係る記載は無く、当該資料は、申立期間の一部期間

における賞与に係るものであり、雇用保険料額は記載されていない。 

また、雇用保険の記録により雇用保険の資格取得日は昭和43年９月19日と確認でき

るところ、申立期間①のうち雇用保険加入以前の期間（昭和40年１月１日から43年９

月 18 日まで）について、昭和 40 年、41 年における年末調整資料の社会保険料額は、

オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料、健康保険料の合計と一致

しており、42年、43年においても、ほぼ一致することが認められる。 

さらに、雇用保険の加入以降（昭和 43年９月19日から46年10月１日まで）におい

て、昭和 44 年、45 年及び 46 年における年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保

険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額とほぼ一致するが、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく保険料額（健康保険料と厚生年金保険料の合計であり、雇用保険料は除

外されたもの）と年末調整資料の社会保険料額は、一致しないことが確認できる。 

以上のことから、今回提出のあった資料からは、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は認められない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様の理由により再申立てを行ってい

るが、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44年７月 31日、45年７月 20日及び

同年12月17日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写し」は、当該期間に係るも

のではない。また、今回、再申立てを行った７人のうち、同僚一人が前回の申立て時に

提出した「昭和 49 年 12 月 25 日の支払明細写し」及び「50 年 12 月の給与明細写し」

には、雇用保険料控除の記載があり、雇用保険料控除が確認できることから、当委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が各申



 

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21305（事案13118の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月１日から46年10月１日まで 

             ② 昭和 49年４月１日から50年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額は不当解雇による裁

判における仮処分及び判決により決定された賃金より低くなっているので申立てを行

った。申立期間のうち、一部期間について申立ては認められたが、そのほかの期間に

ついては、認められないとする決定通知を受け取った後に新たな資料が出てきた。こ

れら資料から推測すると申立期間に係る雇用保険料は控除されていないため、各年の

年末調整資料の社会保険料の額は、厚生年金保険料と健康保険料の合算額となってい

るはずである。 

このため、本来の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額に比べ高額となり、その結果、本来の標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額に比べ高額となるべきはずであることから、再申立てを行う。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、ⅰ）申立期間①については、「Ｂ高等裁

判所判決」及び「Ｃ地方裁判所賃金支払仮処分決定」に基づく「付属資料」のうち、昭

和40年分から 46年分の年末調整資料において確認できる厚生年金保険料控除額から、

40年１月から 43年４月までの標準報酬月額を１万 4,000円に訂正することが必要であ

る旨の通知が行われたが、同年５月から 46 年９月までの期間については、申立人から

提出のあった、上記「付属資料」において確認できる厚生年金保険料控除額と、オンラ

イン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料額はおおむね一致していること、

また、厚生年金基金の加入員記録により、基金設立時の 43 年５月以降における申立人



 

の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致していること、ⅱ）申立期間

②については「協定書」等で確認できる賃金額により、当該期間の報酬月額は申立人の

主張する額であることが確認できるが、「協定書」には賃金差額に対する厚生年金保険

料の取扱いについての記述は無く、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を、改訂後の賃金より控除されたことは確認できないこと、また、厚生年金基金の加入

員記録により、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致してい

ること等の理由から、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年 11 月 25 日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかしながら、申立人は、当初の決定後に新たな資料である、「仮処分弁済金（賞与

相当分）昭和 44 年７月 31 日支払分写し」、「仮処分弁済金（特別賞与相当分）昭和

45年７月20日支払分写し」、「仮処分弁済金（45年と末賞与相当分）昭和45年12月

17 日支払写し」、「同僚Ｄ他７名賞与相当一時金に対する所得税個人支払分会社立替

写し」、Ｃ地方裁判所「決定」（昭和 44 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決

定」（昭和 45 年７月＊日）写し、Ｃ地方裁判所「仮処分決定」（昭和 45 年 12 月＊

日）写し及びＣ地方裁判所「決定」（昭和 46 年７月＊日）写しを提出し、申立期間を

正しい標準報酬月額に訂正してほしい旨の再申立てを行っている。 

一方、申立期間①について、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44 年７月 31

日、45 年７月 20 日及び同年 12 月 17 日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写

し」には、厚生年金保険料の控除に係る記載は無く、当該資料は、申立期間の一部期間

における賞与に係るものであり、雇用保険料額は記載されていない。 

また、雇用保険の記録により雇用保険の資格取得日は昭和43年９月19日と確認でき

るところ、申立期間①のうち雇用保険加入以前の期間（昭和40年１月１日から43年９

月 18 日まで）について、昭和 40 年、41 年における年末調整資料の社会保険料額は、

オンライン記録の標準報酬月額から算出した厚生年金保険料、健康保険料の合計と一致

しており、42年、43年においても、ほぼ一致することが認められる。 

さらに、雇用保険の加入以降（昭和 43年９月19日から46年10月１日まで）におい

て、昭和 44 年、45 年及び 46 年における年末調整資料の社会保険料額は、厚生年金保

険料と健康保険料に雇用保険料を加えた額とほぼ一致するが、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく保険料額（健康保険料と厚生年金保険料の合計であり、雇用保険料は除

外されたもの）と年末調整資料の社会保険料額は、一致しないことが確認できる。 

以上のことから、今回提出のあった資料からは、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は認められない。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様の理由により再申立てを行ってい

るが、申立人から新たに提出された、上記、昭和 44年７月 31日、45年７月 20日及び

同年12月17日支払分の「仮処分弁済金（賞与相当分）各写し」は、当該期間に係るも

のではない。また、今回、再申立てを行った７人のうち、同僚一人が前回の申立て時に

提出した「昭和 49 年 12 月 25 日の支払明細写し」及び「50 年 12 月の給与明細写し」

には、雇用保険料控除の記載があり、雇用保険料控除が確認できることから、当委員会



 

の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が各申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年12月頃から44年３月頃まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間は、同社発行

のシリーズ刊行本製作に、主にカメラマンとして勤務したことは確かなので、厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社写真部に所属していた複数の元従業員の回答から判断すると、期間は特定できな

いが、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、当時のＡ社での厚生年金保険加入条件について、同社の複数の元従業

員が、「正社員だけ、全員加入させていた。」旨供述しているところ、申立人が携わっ

たとするシリーズ刊行本製作を担当した元編集長は、「申立人の雇用形態は、業務委託

契約社員だったと記憶している。」旨供述しており、同社写真部の元従業員の一人も、

「申立人は、正社員では無かった。外部から雇われた嘱託社員のようなものだった。」

旨供述している。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、同社の当時の事業主は死亡していることから、申立人の勤務状況や厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の記録及び同社が加入していた健康保険組合

の加入記録は確認することができない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立期間の厚年整理番号に欠番

や訂正等の不自然な記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生



 

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年12月26日から38年５月１日まで 

Ａ法人Ｂ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

私は申立期間当時、臨時雇用員であったが、採用試験に合格した後に職員になること

が前提とされていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した、申立人に係る履歴カード及び旧Ａ法人職員の履歴を承継している

Ｃ機構が提出した人事履歴カードにより、申立人が申立期間に継続してＡ法人に勤務し

ていたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ法人Ｂ事業所に係る事業所別被保険者名簿によると、同事業所が厚

生年金保険の適用事業所となったのは昭和 38年12月１日からであり、申立期間は適用

事業所となっていなかったことが確認できる。 

また、Ｃ機構は、「適用事業所となる前から厚生年金保険料を控除することはあり得

ない。」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金事案 21309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年８月から46年９月まで 

Ａ社及びＢ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に両

社に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社及びＢ社に勤務していたと供述しているところ、

雇用保険の記録により、申立人は、Ｃ社において、昭和45年２月21日に資格を取得し、

同年４月 20 日に離職していることが確認できることから、申立期間の一部の勤務は確

認できる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 46年６月11日以降は、Ｄ社にて雇用保険の被

保険者となっていることから、同日以降においてＡ社及びＢ社で勤務していたとは考え

にくい。 

一方、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｃ社並びに申立人が申

立期間に勤務していたとするＡ社及びＢ社は、厚生年金保険の適用事業所としての記録

が確認できない。 

また、Ｃ社並びに申立人が記憶しているＡ社及びＢ社の所在地を管轄する法務局に商

業登記の記録が無く、これら３社の事業主を特定することができないことから、申立人

のＣ社、Ａ社及びＢ社における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認できな

い。 

さらに、申立人は、Ａ社からＢ社に、一緒に異動した支配人、課長及び課長の甥並び

にＢ社に入社した同僚一人の計４人を記憶しているが、そのうちの二人については姓名

を記憶しておらず、他の二人のうち一人については姓のみの記憶にとどまっていること

から特定できず、また、残りの一人については氏名を記憶しているが、オンライン記録

では同姓同名の者が多数いるため特定できず、これらの者から申立人の勤務状況及び厚



 

生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年８月８日から46年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。同社には、

申立期間も含めて継続勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における当時の従業員の回答から、期間は特定できないものの、申立人が申立期

間に同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、同社が保管している「役員・社員名簿」から申立人が在籍し

ていたことを確認できず、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについても不明として

いる。さらに、同社が保管している申立期間に係る厚生年金保険の資格取得届及び資格

喪失届を確認したところ、申立人の氏名を確認することができないことから、申立期間

に係る厚生年金保険料の控除及び納付をしていなかった旨回答及び供述している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から確認できた当時の人事部の職員に申立期

間当時の厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、「正社員は入社と同時に厚生

年金保険に加入させていたが、正社員以外の者については不明。」と供述している。 

さらに、申立人が、Ａ社において申立人と同じ契約社員だったとしている当時の複数

の同僚について、申立人は名字のみ記憶しているところ、同社に係る事業所別被保険者

名簿を確認すると、申立人が同時期に入社したとしている者のうち一人、申立人より後

に入社したとしている者のうち一人の計二人に該当する名字の被保険者が確認でき、い

ずれも申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払

出簿から、申立人と厚生年金保険の資格取得日が同日であることが確認できる同僚及び

従業員に対し、入社時期と厚生年金保険加入時期の相違等について照会したところ、５



 

人は、自身の記憶する入社時期と厚生年金保険加入時期が６か月から２年３か月の相違

があることが確認でき、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについて確認すると、そ

のうち一人は、「事業所が一定期間に入社した者を特定日にまとめて加入させていたか

もしれない。」と回答している。 

また、申立人は、申立期間当時の人事資料及び給与明細書等の厚生年金保険料の控除

が確認できる資料を所持していない。 

なお、Ａ社が保管している「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準

報酬決定通知書」によると、申立人は昭和 46年12月１日に厚生年金保険の資格を取得

している上、同社が加入している健康保険組合が保管する申立人に係る健康保険被保険

者資格取得届及び厚生年金基金の加入員適用記録照会の資格取得日は一致する。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年４月から35年５月まで 

Ａ社Ｂ作業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。Ｃ社発注に係

る工事に従事していたことは、間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間に同社に勤務したことが確認できる

従業員に対し、申立人の勤務状況等について照会した結果、そのうち二人が申立人を知

っており、うち一人は、「転勤になったときに、申立人を知った。 申立人は、作業員

の手伝いをしていた。申立人の入社日及び退社日は分からない。」と供述しており、も

う一人は、「申立人は現地採用で、庶務係であった。」と供述していることから、期間

は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

また、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについて、Ａ社の人事担当者は、「本社

採用であれば、厚生年金保険に加入しているはずである。現地採用の人は、「準社員」

と呼んでいたが、厚生年金保険は加入していない。」と供述している。 

さらに、上記の申立人を知る一人は、当時、Ａ社の現地作業所の経理担当者であり、

「本社採用であれば、厚生年金保険の加入記録はあるはずである。現地採用の人は、

「現採」と呼んでおり、厚生年金保険に加入していない。申立人は現地採用である。自

分は、毎月給与支給時一覧表を本社に送付していたが、送付していたのは、正社員のも

のだけで、「現採」のものはなかった。」と回答している。また、他の一人は、「申立

人は、現地採用であった。現地採用から本社採用になるのは１年以上かかると思われ

る。」と回答している。 

加えて、申立人が記憶している上司・同僚に対し申立人の勤務状況等について照会し

たところ、そのうち一人の同僚は、「申立人がＡ社にいたことは知っているが、あまり



 

長くいなかった。申立人は、現地採用だと思うが、自分も現地採用で、はじめは準社員

ですぐには正社員にはなれなかった。健康保険証はすぐにもらえたが、厚生年金保険の

加入は、３年くらい後であった。」と供述している。なお、当該同僚は、昭和 34 年８

月に入社したとしているが、厚生年金保険の資格取得日は、37 年６月１日となってい

る。また、同社は、35 年４月１日にＣ国民健康保険組合に加入したことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21321 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年５月１日から36年５月１日まで 

平成 11 年６月に社会保険事務所（当時）で年金受給の手続をした際、Ａ社に勤務

した申立期間が脱退手当金の支給済期間であることを初めて知った。申立期間の脱退

手当金を受け取った記憶は無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 36

年10月20日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間におい

て勤務していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給

されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約５か月半後の 36 年 10 月 20 日に支給決定されているなど、当該脱退手当

金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失

日である昭和 36 年５月１日の前後各５年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当

金の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給資格の

ある申立人を含む３人中二人に支給記録が確認でき、二人とも厚生年金保険被保険者資

格喪失日から６か月以内に支給決定がなされていることを踏まえると、同社では脱退手

当金の代理請求が行われていたことがうかがわれ、申立人の脱退手当金についても、同

社が代理請求した可能性を否定できない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21322 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①昭和43年３月12日から46年７月31日まで 

             ②昭和 46年12月１日から48年４月１日まで 

             ③昭和 48年４月１日から49年２月28日まで 

平成８年に区役所で年金の加入記録を確認したときに、申立期間について脱退手当

金の支給記録が有ることを知った。申立期間の脱退手当金については、受給した記憶

は無いので、脱退手当金を受け取っていないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金の支給については、申立人が申立期間③に勤務し

たＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄に、脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されている上、当該脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無いなど、当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。  

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21323 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 22年４月19日から35年４月11日まで 

             ② 昭和 35年４月11日から40年４月１日まで 

以前、年金事務所からの通知で、Ａ社Ｂ支店及び同社Ｃ支店で勤務していた期間が、

脱退手当金の支給済期間であることを知らされたが、申立期間の脱退手当金を受け取

った記憶は無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 40

年８月 17 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間②にお

いて勤務していたＡ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人の

厚生年金保険被保険者資格喪失日である 40 年４月１日の前後各５年以内に資格喪失し

た女性であって、脱退手当金の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調

査したところ、受給資格のある申立人を含む 21 人中９人に支給記録が確認でき、その

うち申立人を含む８人については厚生年金保険被保険者資格喪失日から５か月以内に支

給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者のうち連絡の取れた３人が「会

社が脱退手当金の請求手続をしてくれた。」旨回答していることを踏まえると、同社で

は脱退手当金の代理請求を行っており、申立人の脱退手当金の請求についても、同社が

代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退

手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係

る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間②に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約４か月半後の昭和 40年８月17日に支給決定されているな

ど、当該脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21324 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年９月２日から23年７月１日まで 

平成22年９月頃に届いた日本年金機構からの確認はがきによると、申立期間につ

いて脱退手当金を受領したことになっているが、受け取っていないので申し立てた。

よく調べて、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立人が申立期間に勤務したＢ社を退

職後の昭和 23 年 12 月 10 日に申立期間に係る脱退手当金が支給決定されている記録が

あるところ、申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、当該オン

ライン記録と一致する脱退手当金の支給対象期間、支給金額及び支給年月日が記録され

ているとともに、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱

退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、当該脱退手

当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日である 23 年７月１日から約５か月後に支給決定されているなど、当該脱退

手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21325 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年９月７日から42年８月12日まで 

                          ② 昭和 43年１月10日から45年10月21日まで 

             ③ 昭和 45年10月21日から46年７月21日まで 

平成 22 年９月頃に、日本年金機構から届いた確認ハガキを見て、申立期間につい

て脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知った。しかし、私は、脱退手当金を請

求した記憶も、受給した記憶も無いので、脱退手当金を受給していないことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金は、オンライン記録において、申立人が申立期

間②及び③に勤務したＡ社を退職後の昭和 46 年 10 月 14 日に支給決定されているが、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日で

ある 46 年７月 21 日から約３か月後に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支

給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案21326 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年10月18日から37年10月26日まで 

                         ② 昭和 37年11月１日から38年６月21日まで 

                         ③ 昭和 38年８月６日から43年２月１日まで 

             ④ 昭和 43年２月１日から同年７月４日まで 

平成 18 年に、脱退手当金を受給したことになっていることを初めて知ったが、何

も証拠がなかったのでそのままにしていた。その後、22 年８月頃に「確認はがき」

が来たので申し立てることにした。自分は脱退手当金を請求した記憶も、受給した記

憶も無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人については、オンライン記録において、申立人が申立期間④に勤務したＡ社

を退職後の昭和 43年 12月 27日に申立期間に係る脱退手当金が支給決定されている記

録があるところ、同社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、当該脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間④に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日である 43 年７月４日から約５か月後に支給決定されているなど、当該脱退手当

金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。  

 



 

東京厚生年金 事案21327 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： ① 昭和 34年１月５日から同年７月１日まで 

                          ② 昭和 34年７月１日から39年２月25日まで 

平成 22 年９月頃に、日本年金機構から届いた確認ハガキにより、申立期間について脱退

手当金の支給記録が有ることを知った。 

私は、Ａ社の退職時に、厚生年金保険業務担当者から脱退手当金が含まれた可能性の有

る退職金を受け取った記憶は有るが、当該退職金に脱退手当金が含まれていたとは言い切

れないため、確認ができない限りは、当該脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間②に勤務したＡ社の在職中に、同社の厚生年金保険業務担当者か

ら、厚生年金保険を解約すれば、退職金が増えることになるが、解約するかどうかと尋

ねられたので、厚生年金保険を解約する旨を伝え、退職時に、当該担当者から厚生年金

保険を解約して、退職金に足してあげたと言われ、当該退職金を受領したものの、それ

に脱退手当金が含まれていたとは言い切れないことから申し立てたとしている。このた

め、Ａ社の当時の当該厚生年金保険業務担当者に申立人の脱退手当金について照会した

ところ、「申立人の希望するとおり、退職金に脱退手当金を含めて支払ったと思う」と

回答していることを踏まえると、同社が申立人の脱退手当金を代理請求し、申立人に当

該脱退手当金を支給したものと考えられる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３か月後の昭和 39 年６月３日に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係

る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年９月７日から34年６月25日まで 

年金の裁定請求時に、脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。受給した

記憶が無かったので、その旨を社会保険事務所（当時）の職員に話したが、当該職員

が黙ってしまったので、そのときは諦めた。しかし、昨年「確認ハガキ」を受け取り、

あらためて申し立てた。私は脱退手当金を受け取った記憶は無いので、受け取ってい

ないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が支

給決定されたとする昭和 34年12月２日に近接した同年10月19日に、脱退手当金の算

定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ

回答したことが記録されているとともに、申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業

所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されていることを意味する

「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後に支給決定されて

いるなど、当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33年３月17日から37年４月７日まで 

② 昭和 40年８月１日から43年３月５日まで 

平成 17 年頃、社会保険事務所（当時）で年金の裁定請求をした際、脱退手当金の

支給記録が有ることを初めて知った。その後、22 年９月頃に、日本年金機構から届

いた確認ハガキを見て、改めて、当該支給記録が有ることを認識した。しかし、私に

は、脱退手当金を請求した記憶も、受給した記憶も無いので、申立てをした。脱退手

当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間②において勤務していたＡ社在職中の昭和 42 年６月に婚姻し、

姓が変わっているところ、同社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄においては、

申立人が同社における厚生年金保険被保険者資格を喪失してから約１年後であって、申

立人に対する脱退手当金が支給決定された 44年３月３日に近接する同年２月10日にな

って婚姻後の姓に変更されていることを踏まえると、申立人の同社における被保険者資

格喪失時ではなく、当該脱退手当金の請求時に当該請求に併せて当該姓の変更の手続が

行われたと考えるのが自然である。 

また、上記Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給さ

れたことを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無いなど、当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはう

かがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21330  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年９月１日から37年１月１日まで 

日本年金機構から確認はがきが届いて、脱退手当金の支給記録があることを初めて

知った。申立期間の脱退手当金を受け取った記憶は無いので、脱退手当金を受給して

いないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 37

年４月 10 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間におい

て勤務していたＡ病院に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支

給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当

金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約３か月後の 37年４月10日に支給決定されているなど、当該脱退手当金

の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ病院に係る事業所別被保険者名簿から申立人の厚生年金保険被保険者資格喪

失日である昭和 37 年１月１日の前後各２年以内に資格喪失した女性であって、脱退手

当金の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給資格

のある申立人を含む 15 人中７人に支給記録が確認でき、そのうち申立人を含む５人に

ついては厚生年金保険被保険者資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされているこ

とを踏まえると、同病院では脱退手当金の代理請求が行われていたことがうかがわれ、

申立人の脱退手当金の請求についても、同病院が代理請求した可能性を否定できない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21331 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年９月28日から37年１月21日まで 

60 歳の定年退職前に、業務のため社会保険事務所（当時）に出向いた会社の事務

員から、申立期間に係る脱退手当金の支給記録があることを初めて聞いた。そのとき

は年金の知識が無かったので諦めたが、昨年、日本年金機構から「確認ハガキ」をも

らい、改めて脱退手当金については、受給した記憶は無いと思ったので、受け取って

いないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 37

年２月 23 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間におい

て勤務していたＡ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金保険被保険者

資格喪失日である 37年１月 21日の前後各３年以内に資格喪失した女性であって、脱退

手当金の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給資

格のある申立人を含む 43名中22名に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち申立

人を含む 10 名について厚生年金保険被保険者資格喪失日から４か月以内に支給決定が

なされている上、当該支給決定の記録がある者のうち連絡の取れた一人は、「退職時に

会社から何らかのお金を受け取った記憶がある。当時は退職金だと思っていたが、後に、

社会保険事務所で脱退手当金の支給記録があることを聞いたとき、そのお金が脱退手当

金だったと分かった。自分では脱退手当金の請求はしていないので、会社が請求してく

れたのだと思う。」と供述していることを踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求

手続を行っており、申立人の脱退手当金の請求についても、同社が代理請求した可能性

が高いものと考えられる。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後に支給決定されているなど、

当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 



 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21332 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年５月１日から44年11月１日まで 

平成 22 年９月に日本年金機構から届いたハガキの脱退手当金の支給記録によると、

支給対象期間が昭和 35年５月 16日から44年11月１日までに係る110か月分の支給

記録があった。しかし、私は、35 年５月 16 日から 41 年１月 27 日までの 68 か月分

の脱退手当金を受給した覚えはあるが、41 年５月１日から 44 年 11 月１日までの 42

か月分については請求も受給もしていない。受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録上、申立期間に勤務したＡ社と申立期間の前に勤

務したＢ社及びＣ社の被保険者期間を対象として昭和45年３月14日に脱退手当金が支

給決定されているが、申立人は、Ｂ社及びＣ社に勤務した期間についての脱退手当金に

ついては、同社を退職後に受給したが、申立期間であるＡ社の厚生年金保険被保険者期

間については、脱退手当金を受給した記憶は無いと主張している。 

しかし、日本年金機構の記録では、申立人が主張しているＣ社の退職後には脱退手当

金の支給記録は確認できず、申立人に係る脱退手当金の支給記録は、上記の申立期間後

の昭和45年３月 14日支給決定の記録のみであり、しかも、申立人が受給を認めている

Ｂ社及びＣ社の厚生年金保険被保険者期間に、申立期間を加えた３期間を対象として支

給されていること、また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手

当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されていることなどから判断す

ると、申立人が受給したとする脱退手当金は、Ａ社を退職後に支給決定された脱退手当

金と考えるのが自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案21333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年８月10日から40年５月10日まで 

                          ② 昭和 40年６月１日から44年10月25日まで 

ねんきん特別便を見て、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを初め

て知った。申立期間②に勤務したＡ社の退職時に、社長と私の夫とで脱退手当金等に

ついての話合いをしていたことは知っているが、私は脱退手当金を請求した記憶も、

もらった記憶も無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間②に勤務したＡ社を退職後の

昭和44年12月５日に申立期間に係る脱退手当金が支給決定された記録があるところ、

当該脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間②に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失日である 44 年 10 月 25 日から約１か月後に支給決定されている

など、当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立期間の前に勤務したＢ社Ｃ製作所の被保

険者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と同社の被保険者期間は、別の厚生年金保険被保険者記号番号で管理されている

ことが確認でき、また、申立人が同社において厚生年金保険に加入していた認識が無か

ったとしており、しかも、同社の被保険者期間が３か月間と短期間であることなどを踏

まえると、未請求となっていることに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


